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第 1章 総則 

(趣旨) 

第 1条 この学則は，国立大学法人法(平成 15年法律第 112号。以下「法人法」という。)

に基づき設立される国立大学法人広島大学及びその法人によって設置される広島大学の

組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。 

(定義) 

第 2条 前条に規定する国立大学法人広島大学及び広島大学は，別段の定めがある場合を除

き，総称して広島大学(以下「本学」という。)という。 

(事務所の所在地) 

第 3条 本学は，主たる事務所を広島県東広島市鏡山一丁目 3番 2号に置く。 

(理念) 

第 4条 本学は，「自由で平和な一つの大学」という建学の精神を継承し，次に掲げる理念

に基づき，未来を担う有能な人材を養成するとともに学術を継承・発展させ，もって地

域社会及び国際社会の発展に貢献するものとする。 

(1) 平和を希求する精神 

(2) 新たなる知の創造 

(3) 豊かな人間性を培う教育 

(4) 地域社会・国際社会との共存 

(5) 絶えざる自己変革 

(自己点検・評価等) 

第 5条 本学は，学校教育法(昭和 22年法律第 26号)第 109条第 1項の規定に基づき，教育

研究水準の向上に資するため，本学の教育及び研究，組織及び運営並びに施設及び設備

(以下この条において「教育研究等」という。)の状況について自ら点検及び評価(以下こ

の条において「自己点検・評価」という。)を行い，その結果を公表するものとする。 



2 本学は，学校教育法第 109条第 2項の規定に基づき，前項に規定する自己点検・評価に

加え，本学の教育研究等の総合的な状況について，定期的に文部科学大臣の認証を受け

た者による評価(以下この条において「認証評価」という。)を受けるものとする。 

3 本学は，学校教育法第 109条第 3項の規定に基づき，前項に規定する認証評価のほか，

専門職大学院の教育課程，教員組織その他教育研究活動の状況について，定期的に認証

評価を受けるものとする。 

4 本学は，第 1項に規定する自己点検・評価の結果，前 2項に規定する認証評価の結果そ

の他評価の結果に基づき，改善・改革に努めるものとする。 

5 自己点検・評価等に関し必要な事項は，別に定める。 

第 2章 教育研究等組織 

(学部) 

第 6条 本学に，次の学部を置く。 

 総合科学部 

 文学部 

 教育学部 

 法学部 

 経済学部 

 理学部 

 医学部 

 歯学部 

 薬学部 

 工学部 

 生物生産学部 

 情報科学部 

(大学院) 

第 7条 本学に，大学院を置く。 

2 大学院に，次の研究科及び研究科等連係課程実施基本組織を置く。 

 教育人文社会科学研究科 

 先進理工系科学研究科 

 統合生命科学研究科 

 医系科学研究科 

(学術院) 

第 8条 本学に，教員組織として学術院を置く。 

2 学術院に学術院長を置き，学長をもって充てる。 

3 学術院に関し必要な事項は，別に定める。 

(専攻科) 

第 9条 本学に，次の専攻科を置く。 

特別支援教育特別専攻科 



(附置研究所) 

第 10条 本学に，原子爆弾その他の放射線による障害の治療及び予防に関する学理並びに

その応用の研究のため，附置研究所として原爆放射線医科学研究所を置く。 

2 原爆放射線医科学研究所に，部門を置く。 

3 原爆放射線医科学研究所は，大学の教員その他の者で原爆放射線医科学研究所の目的た

る研究と同一の分野の研究に従事するものに利用させるものとする。 

(病院) 

第 11条 本学に，医学及び歯学に係る診療の場として機能するとともに，診療を通じて地

域医療の向上に寄与するため，医療に関する教育研究施設として病院を置く。 

2 病院に，診療科及び中央診療施設を置く。 

3 病院に，薬剤部，看護部及び診療支援部を置く。 

(図書館) 

第 12条 本学に，図書館を置く。 

(教育本部) 

第 12条の 2 本学に，学士課程教育，大学院課程教育及び特別支援教育特別専攻科教育に

おける入学者選抜，教育の質の向上及び教育力の強化に係る企画・評価・改善を推進す

るとともに，教養教育，大学院共通教育，卓越大学院プログラム，博士課程リーダー育

成プログラム及び文部科学省未来を先導する世界トップレベル大学院教育拠点創出事業

を実施するため，教育本部を置く。 

(学部等附属の教育研究施設) 

第 13条 次の表の左欄に掲げる学部，研究科及び附置研究所(以下この条において「学部

等」という。)に，右欄に掲げる附属の教育施設又は研究施設(以下この条において「附

属施設」という。)を置く。 

学部等名 附属施設名 

経済学部 地域経済システム研究センター 

理学部 未来創生科学人材育成センター 

薬学部 薬用植物園 

生物生産学部 練習船豊潮丸 

教育人文社会科

学研究科 

幼年教育研究施設，教育実践総合センター，心理臨床教育研究センタ

ー，リーガル・サービス・センター 

統合生命科学研

究科 
植物遺伝子保管実験施設 

医系科学研究科 先駆的看護実践支援センター，先駆的リハビリテーション実践支援セ

ンター 

原爆放射線医科

学研究所 

被ばく資料調査解析部 

2 附属施設に関し必要な事項は，当該学部等が定める。 

(国際高等研究所) 



第 13条の 2 本学に，文部科学省世界トップレベル研究拠点プログラム(World Premier In

ternational Research Center Initiative)の研究その他国際的な最先端研究を行うた

め，国際高等研究所として，持続可能性に寄与するキラルノット超物質国際研究所を置

く。 

(全国共同利用施設) 

第 14条 本学に，全国共同利用施設として，放射光科学研究所を置く。 

2 放射光科学研究所は，大学の教員その他の者で放射光科学研究所の目的たる研究と同一

の分野の研究に従事するものに利用させるものとする。 

(中国・四国地区国立大学共同利用施設) 

第 15条 本学に，中国・四国地区国立大学共同利用施設として，西条共同研修センターを

置く。 

(学内共同教育研究施設等) 

第 16条 本学に，学内共同教育研究施設として，次の施設を置く。 

 半導体産業技術研究所 

 高等教育研究開発センター 

 情報メディア教育研究センター 

 森戸国際高等教育学院 

 保健管理センター 

 平和センター 

 環境安全センター 

 総合博物館 

 宇宙科学センター 

 外国語教育研究センター 

 文書館 

 スポーツセンター 

 両生類研究センター 

 トランスレーショナルリサーチセンター 

 防災・減災研究センター 

 脳・こころ・感性科学研究センター 

 ゲノム編集イノベーションセンター 

 デジタルものづくり教育研究センター 

 AI・データイノベーション教育研究センター 

 IDEC 国際連携機構 

 A-ESG 科学技術研究センター 

 Town & Gown 未来イノベーション研究所 

 PSI GMP 教育研究センター 

 ダイバーシティ＆インクルージョン推進機構 

 瀬戸内 CN国際共同研究センター 



 グローバルキャンパス推進機構 

 未来創造人材教育機構 

 酪農エコシステム技術開発センター 

 海洋・海事未来研究所 

2 本学に，学内共同利用施設として，ハラスメント相談室を置く。 

(附属学校) 

第 17条 本学に，次の附属学校を置く。 

 附属幼稚園 

 附属小学校 

 附属東雲小学校 

 附属三原小学校 

 附属中学校 

 附属東雲中学校 

 附属三原中学校 

 附属福山中学校 

 附属高等学校 

 附属福山高等学校 

(教育研究活動等) 

第 18条 第 6条から前条までに規定する教育研究組織における教育研究活動及び管理運営

に関し必要な事項は，別に定める。 

第 3章 運営組織 

(役員) 

第 19条 本学に，役員として，学長，理事 7人以内(1人以上の非常勤の理事(その任命の

際現に本学の役員又は職員以外の者に限る。)を置く場合は 8人以内)及び監事 2人を置

く。 

2 前項の規定により置く監事のうち少なくとも 1人は，常勤とする。 

第 20条 学長は，本学を代表し，本学の最終意思決定者として，その業務を総理する。 

2 学長は，次の重要事項について意思決定するときは，第 24条に定める役員会の議を経な

ければならない。 

(1) 中期目標についての意見(法人法第 30条第 3項の規定により文部科学大臣に対し意

見を述べることをいう。)及び年度計画に関する事項 

(2) 法人法により文部科学大臣の認可又は承認(同法第 13条の 2第 1項及び第 17条第 7

項の承認を除く。)を受けなければならない事項 

(3) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項 

(4) 研究科，専攻その他本学の重要な組織の設置又は廃止に関する事項 

(5) 学則その他本学の管理運営上重要な諸規則の制定又は改廃に関する事項 

(6) その他役員会が定める重要事項 



3 理事は，学長を補佐して本学の業務を掌理し，学長に事故があるときはその職務を代理

し，学長が欠員のときはその職務を行う。 

4 監事は，本学の業務を監査する。 

5 役員に関し必要な事項は，別に定める。 

(職員) 

第 21条 本学に，教員，事務職員，技術職員その他の職員を置く。 

2 職員に関し必要な事項は，別に定める。 

(副学長) 

第 22条 本学に，教育，研究その他必要な分野に関して学長を補佐するため，又は命を受

けて校務を担当するため，副学長を置くことができる。 

2 副学長は，理事をもって充てる。 

3 前項の規定にかかわらず，理事でない副学長を置くことができる。 

4 副学長に関し必要な事項は，別に定める。 

(学長参与) 

第 22条の 2 本学に，本学の運営又は経営に関し調査等を行い学長に意見具申等を行うた

め，学長参与を置くことができる。 

2 学長参与に関し必要な事項は，別に定める。 

(学長補佐) 

第 23条 本学に，学長の指示する特定の業務等を遂行するため，学長補佐を置くことがで

きる。 

2 学長補佐に関し必要な事項は，別に定める。 

(副理事) 

第 23条の 2 本学に，理事の業務の一部を分担し，理事を補佐するため，副理事を置く。 

2 副理事に関し必要な事項は，別に定める。 

(役員会) 

第 24条 本学に，重要事項について審議するため，役員会を置く。 

2 役員会の運営等に関し必要な事項は，別に定める。 

(経営協議会) 

第 25条 本学に，経営に関する重要事項を審議するため，経営協議会を置く。 

2 経営協議会の運営等に関し必要な事項は，別に定める。 

(教育研究評議会) 

第 26条 本学に，教育研究に関する重要事項を審議するため，教育研究評議会を置く。 

2 教育研究評議会の運営等に関し必要な事項は，別に定める。 

(その他の運営組織) 

第 27条 第 19条から前条までに規定するもののほか，運営組織に関し必要な事項は，別に

定める。 



第 4章 その他 

(雑則) 

第 28条 この学則に定めるもののほか，本学の組織及び運営等に関し必要な事項は，別に

定める。 

附 則 

この学則は，平成 16年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 16年 7月 20日規則第 153号) 

この規則は，平成 16年 7月 20日から施行する。 

附 則(平成 17年 1月 18日規則第 3号) 

この規則は，平成 17年 1月 18日から施行し，平成 16年 9月 1日から適用する。 

附 則(平成 17年 2月 15日規則第 11号) 

この規則は，平成 17年 3月 1日から施行する。ただし，第 16条の改正規定中スポーツ

科学センターに係る部分については，平成 17年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 17年 4月 1日規則第 24号) 

1 この規則は，平成 17年 4月 1日から施行する。 

2 歯学部附属歯科衛生士学校及び歯学部附属歯科技工士学校(以下「旧専修学校」とい

う。)は，この規則による改正後の広島大学学則第 17条の規定にかかわらず，平成 17年

3月 31 日に旧専修学校に在学する者が当該旧専修学校に在学しなくなるまでの間，存続

するものとする。 

附 則(平成 17年 6月 28日規則第 111号) 

この規則は，平成 17年 7月 1日から施行する。 

附 則(平成 17年 9月 27日規則第 117号) 

この規則は，平成 17年 10月 1日から施行する。 

附 則(平成 18年 3月 31日規則第 26号) 

この規則は，平成 18年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 18年 5月 31日規則第 96号) 

この規則は，平成 18年 6月 1日から施行する。 

附 則(平成 18年 10月 17 日規則第 123 号) 

この規則は，平成 18年 11月 1日から施行する。 

附 則(平成 19年 3月 20日規則第 42号) 

この規則は，平成 19年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 19年 5月 22日規則第 91号) 

この規則は，平成 19年 5月 22日から施行し，この規則による改正後の広島大学学則の

規定は，平成 19年 5月 21 日から適用する。 

附 則(平成 19年 6月 25日規則第 104号) 

この規則は，平成 19年 7月 1日から施行する。 



附 則(平成 19年 12月 25 日規則第 175 号) 

この規則は，平成 19年 12月 26 日から施行する。 

附 則(平成 20年 3月 17日規則第 45号) 

この規則は，平成 20年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 20年 4月 22日規則第 145号) 

この規則は，平成 20年 5月 1日から施行する。 

附 則(平成 21年 1月 23日規則第 2号) 

この規則は，平成 21年 2月 1日から施行する。 

附 則(平成 22年 3月 31日規則第 11号) 

この規則は，平成 22年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 22年 6月 8日規則第 108号) 

この規則は，平成 22年 6月 8日から施行する。 

附 則(平成 23年 9月 20日規則第 105号) 

この規則は，平成 23年 10月 1日から施行する。 

附 則(平成 24年 3月 30日規則第 24号) 

1 この規則は，平成 24年 4月 1日から施行する。 

2 この規則による改正前の広島大学学則第 7条第 2項に規定する保健学研究科及び医歯薬

学総合研究科は，この規則による改正後の広島大学学則第 7条第 2項の規定にかかわら

ず，平成 24年 3月 31日に当該研究科に在学する者が当該研究科に在学しなくなる日ま

での間，存続するものとする。 

附 則(平成 26年 3月 31日規則第 30号) 

この規則は，平成 26年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 26年 9月 16日規則第 79号) 

この規則は，平成 26年 9月 16日から施行する。 

附 則(平成 27年 3月 17日規則第 14号) 

この規則は，平成 27年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 28年 2月 23日規則第 6号) 

この規則は，平成 28年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 28年 3月 24日規則第 31号) 

この規則は，平成 28年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 28年 7月 26日規則第 177号) 

この規則は，平成 28年 7月 26日から施行する。 

附 則(平成 28年 9月 13日規則第 187号) 

この規則は，平成 28年 10月 1日から施行する。 

附 則(平成 29年 3月 27日規則第 23号) 

1 この規則は，平成 29年 4月 1日から施行する。 



2 広島大学先進機能物質科学研究センター規則(平成 18年 3月 31 日規則第 84号)は，廃止

する。 

附 則(平成 30年 3月 30日規則第 56号) 

1 この規則は，平成 30年 4月 1日から施行する。 

2 広島大学サステナブル・ディベロップメント実践研究センター規則(平成 22年 6月 8日

規則第 109号) は，廃止する。 

附 則(平成 30年 9月 18日規則第 118号) 

この規則は，平成 30年 9月 18日から施行する。ただし，第 16条の改正規定中森戸国際

高等教育学院及び脳・こころ・感性科学研究センターに係る部分については，平成 30年 10

月 1日から施行する。 

附 則(平成 30年 12月 25 日規則第 158 号) 

この規則は，平成 30年 12月 25 日から施行する。 

附 則(平成 31年 1月 24日規則第 3号) 

この規則は，平成 31年 2月 1日から施行する。 

附 則(平成 31年 3月 29日規則第 25号) 

1 この規則は，平成 31年 4月 1日から施行する。 

2 この規則による改正前の広島大学学則第 7条第 2項に規定する医歯薬保健学研究科及び

生物圏科学研究科は，この規則による改正後の広島大学学則第 7条第 2項の規定にかか

わらず，平成 31年 3月 31 日に当該研究科に在学する者が当該研究科に在学しなくなる

日までの間，存続するものとする。 

附 則(令和元年 9月 24日規則第 147号) 

1 この規則は，令和元年 10月 1日から施行する。 

2 広島大学産学・地域連携センター規則(平成 22年 3月 31 日規則第 22号) は，廃止す

る。 

附 則(令和 2年 3月 25日規則第 45号) 

1 この規則は，令和 2年 4月 1日から施行する。 

2 この規則による改正前の広島大学学則第 7条第 2項に規定する総合科学研究科，文学研

究科，教育学研究科，社会科学研究科，理学研究科，先端物質科学研究科，工学研究

科，国際協力研究科及び法務研究科は，この規則による改正後の広島大学学則第 7条第 2

項の規定にかかわらず，令和 2年 3月 31日に当該研究科に在学する者が当該研究科に在

学しなくなる日までの間，存続するものとする。 

附 則(令和 2年 9月 23日規則第 200号) 

1 この規則は，令和 2年 10月 1日から施行する。 

2 広島大学スポーツ科学センター規則(平成 17年 2月 15 日規則第 10号)は，廃止する。 

附 則(令和 3年 1月 28日規則第 6号) 

この規則は，令和 3年 4月 1日から施行する。 



附 則(令和 3年 3月 10日規則第 11号) 

この規則は，令和 3年 4月 1日から施行する。 

附 則(令和 4年 1月 27日規則第 13号) 

1 この規則は，令和 4年 4月 1日から施行する。 

2 広島大学現代インド研究センター規則(平成 22年 3月 31 日規則第 20号)は，廃止する。 

附 則(令和 4年 3月 22日規則第 22号) 

1 この規則は，令和 4年 4月 1日から施行する。 

2 広島大学教育開発国際協力研究センター規則(平成 16年 4月 1日規則第 43号)は，廃止

する。 

附 則(令和 4年 9月 29日規則第 157号) 

この規則は，令和 4年 10月 1日から施行する。 

附 則(令和 5年 1月 26日規則第 11号) 

この規則は，令和 5年 2月 1日から施行する。 

附 則(令和 5年 3月 29日規則第 41号) 

1 この規則は，令和 5年 4月 1日から施行する。 

2 広島大学ダイバーシティ研究センター規則(平成 28年 3月 24 日規則第 32号)は，廃止す

る。 

附 則(令和 6年 3月 15日規則第 18号) 

1 この規則は，令和 6年 4月 1日から施行する。 

2 広島大学北京研究センター規則(平成 16年 4月 1日規則第 49号)は，廃止する。 

附 則(令和 6年 4月 1日規則第 72号) 

この規則は，令和 6年 4月 1日から施行する。 

附 則(令和 6年 9月 30日規則第 120号) 

この規則は，令和 6年 10月 1日から施行する。 

附 則(令和 7年 3月 25日規則第 32号) 

この規則は，令和 7年 4月 1日から施行する。 

附 則(令和 7年 9月 30日規則第 124号) 

この規則は，令和 7年 10月 1日から施行する。 

附 則(令和 8年 3月 26日規則第 17号) 

1 この規則は，令和 8年 4月 1日から施行する。 

2 広島大学卓越大学院・大学院リーディングプログラム機構規則(平成 24年 3月 13 日規則

第 9号)は，広島大学自然科学研究支援開発センター規則(平成 16年 4月 1日規則第 38

号)及び広島大学 HiSIM 研究センター規則(平成 17年 6月 28 日規則第 112 号)は，廃止す

る。 

    附 則 

  この規則は，令和 9年 4月 1日から施行する。 



 
 

（２）広島大学学則の変更事項 
 
1 変更の事由 

 人間社会科学研究科を教育人文社会科学研究科に名称変更することとするため。 
 
 

2 変更の概要 
   人間社会科学研究科を教育人文社会科学研究科に名称変更する。 

 



（３） 広島大学学則（改正案）新旧対照表 

 

改 正 前  改 正 後  

(略)  (略 )  

(大学院)  

第 7 条 本学に，大学院を置く。 

(大学院)  

第 7 条 同左 

2  大学院に，次の研究科及び研究科等連係課程実施基本組織を置

く。 

 人間社会科学研究科 

 先進理工系科学研究科 

 統合生命科学研究科 

 医系科学研究科 

 スマートソサイエティ実践科学研究院  

2  〃  

  

 教育人文社会科学研究科 

 先進理工系科学研究科 

 統合生命科学研究科 

 医系科学研究科 

 スマートソサイエティ実践科学研究院  

(略 )  (略 )  

(学部等附属の教育研究施設)  (学部等附属の教育研究施設)  

第 1 3 条 次の表の左欄に掲げる学部，研究科及び附置研究所(以下

この条において「学部等」という。)に，右欄に掲げる附属の教

育施設又は研究施設(以下この条において「附属施設」という。)

を置く。 

学部等名 附属施設名 

経済学部 地域経済システム研究センター 

理学部 未来創生科学人材育成センター 

薬学部 薬用植物園 

生物生産学部 練習船豊潮丸 

人間社会科学研

究科 

幼年教育研究施設，教育実践総合センター，心理

臨床教育研究センター，リーガル・サービス・セ

ンター 

統合生命科学研

究科 
植物遺伝子保管実験施設 

医系科学研究科 
先駆的看護実践支援センター，先駆的リハビリテ

ーション実践支援センター 

原爆放射線医科

学研究所 
被ばく資料調査解析部 

 

第 1 3 条 同左 

 

 

 

学部等名 附属施設名 

経済学部 地域経済システム研究センター 

理学部 未来創生科学人材育成センター 

薬学部 薬用植物園 

生物生産学部 練習船豊潮丸 

教育人文社会科

学研究科 

幼年教育研究施設，教育実践総合センター，心理

臨床教育研究センター，リーガル・サービス・セ

ンター 

統合生命科学研

究科 
植物遺伝子保管実験施設 

医系科学研究科 
先駆的看護実践支援センター，先駆的リハビリテ

ーション実践支援センター 

原爆放射線医科

学研究所 
被ばく資料調査解析部 

 



2  附属施設に関し必要な事項は，当該学部等が定める。 2  同左 

(略)  (略 )  

    附  則  

この規則は，令和 9 年 4 月 1 日から施行する。 

 



（４）広島大学大学院規則（改正案） 

 

(平成 20年 1月 15 日規則第 2号) 

(平成 16年 4月 1日規則第 3号) 

 (全部改正) 

 広島大学大学院規則 

目次 

第 1章 総則(第 1条－第 13条) 

第 2章 入学(第 14条－第 24条) 

第 3章 教育課程(第 25条－第 36条) 

第 4章 休学，退学及び転学(第 37条－第 39条) 

第 5章 賞罰及び除籍(第 40条－第 42条) 

第 6章 課程の修了及び学位の授与(第 43条－第 48条) 

第 7章 授業料(第 49条) 

第 8章 特別研究学生(第 50条－第 52条) 

第 9章 研究生及び科目等履修生等(第 53条－第 54条の 4) 

第 10章 教員組織(第 55条) 

第 11章 国際連携専攻(第 55条の 2－第 55条の 6) 

第 12章 雑則(第 56 条・第 57条) 

附則 

 

第 1章 総則 

(趣旨) 

第 1条 この規則は，広島大学学則(平成 16年 4月 1日規則第 1号)第 18条の規定に基づ

き，広島大学大学院(以下「本学大学院」という。)の学生の修学に関し必要な事項を定

めるものとする。 

(本学大学院の目的) 

第 2条 本学大学院は，広島大学の理念に立脚し，学術の基盤的研究を推進してその深奥を

究めるとともに諸学問の総合的研究及び先端的研究を推進して新しい学問を切り開くこ

と並びにこれらを通じて高度の研究・応用能力と豊かな学識を有する研究者及び高度専

門職業人を養成することにより，世界の学術文化の進展と人類の福祉の向上に寄与する

ことを目的とする。 

(本学大学院の課程) 

第 3条 本学大学院に，修士課程，博士課程及び専門職学位課程を置く。 

2 博士課程(医系科学研究科医歯薬学専攻を除く。)は，前期の課程(以下「博士課程前期」

という。)及び後期の課程(以下「博士課程後期」という。)に区分する。 



3 博士課程前期は，修士課程として取り扱うものとする。 

4 専門職学位課程は，教育人文社会科学研究科教職開発専攻を教職大学院の課程として取

り扱い，教育人文社会科学研究科実務法学専攻を法科大学院の課程として取り扱うもの

とする。 

5 第 2項の規定にかかわらず，教育研究上必要がある場合においては，博士課程後期のみ

の博士課程を置くことができる。 

(課程及び専攻等) 

第 4条 本学大学院の各研究科に課程及び専攻を，研究科等連係課程実施基本組織に課程を

次のとおり置く。 

教育人文社会科学研究科(博士課程) 

 人文社会科学専攻 

 教育科学専攻 

 教職開発専攻(専門職学位課程) 

 実務法学専攻(専門職学位課程) 

 広島大学・グラーツ大学国際連携サステイナビリティ学専攻(修士課程) 

先進理工系科学研究科(博士課程) 

 先進理工系科学専攻 

統合生命科学研究科(博士課程) 

 統合生命科学専攻 

医系科学研究科(博士課程) 

 医歯薬学専攻 

 総合健康科学専攻 

スマートソサイエティ実践科学研究院(博士課程) 

2 前項の教育人文社会科学研究科広島大学・グラーツ大学国際連携サステイナビリティ学

専攻は，大学院設置基準(昭和 49年文部省令第 28号)第 35 条に規定する国際連携専攻

(以下「国際連携専攻」という。)とする。 

(収容定員) 

第 5条 本学大学院の収容定員は，別表のとおりとする。 

(修士課程及び博士課程前期の標準修業年限) 

第 6条 修士課程及び博士課程前期の標準修業年限は，2年とする。ただし，教育研究上の

必要があると認められる場合は，研究科又は研究科等連係課程実施基本組織(以下「研究

科等」という。)の定めるところにより，研究科等，専攻又は学生の履修上の区分に応

じ，標準修業年限は，2年を超えるものとすることができる。 

2 前項の規定にかかわらず，主として実務の経験を有する者に対して教育を行う場合であ

って，教育研究上の必要があり，かつ，昼間と併せて夜間その他特定の時間又は時期に

おいて授業又は研究指導を行う等の適切な方法により教育上支障を生じないときは，研



究科等の定めるところにより，研究科等，専攻又は学生の履修上の区分に応じ，標準修

業年限を 1年以上 2年未満の期間とすることができる。 

(博士課程後期の標準修業年限) 

第 7条 博士課程後期の標準修業年限は，3年とする。 

(医系科学研究科医歯薬学専攻の標準修業年限) 

第 8条 医系科学研究科医歯薬学専攻の標準修業年限は，4年とする。 

(専門職学位課程の標準修業年限) 

第 9条 教育人文社会科学研究科教職開発専攻の標準修業年限は 2年，教育人文社会科学研

究科実務法学専攻の標準修業年限は 3年とする。 

(在学年限) 

第 10条 本学大学院における同一研究科等に在学し得る年限は，修士課程若しくは博士課

程前期又は教育人文社会科学研究科教職開発専攻は 4年(2年以外の標準修業年限を定め

る研究科等，専攻又は学生の履修上の区分にあっては，当該標準修業年限の 2倍の年

数)，博士課程後期及び教育人文社会科学研究科実務法学専攻は 6年，医系科学研究科医

歯薬学専攻は 8年とする。 

2 前項の規定にかかわらず，教育人文社会科学研究科実務法学専攻において，第 45条第 2

項の規定により在学期間を短縮する者の在学し得る年限は，4年とする。 

(学年) 

第 11条 学年は，4月 1日に始まり，翌年 3月 31日に終わる。 

(学期) 

第 12条 学年は，前期及び後期の 2期に分け，前期を 4月 1日から 9月 30日まで，後期を

10月 1日から翌年 3月 31日までとする。 

2 前項に定める各学期は，前半及び後半に分けることができる。 

3 前期の前半を第 1ターム，後半を第 2ターム，後期の前半を第 3ターム，後半を第 4タ

ームとする。 

(休業日) 

第 13条 学年中の定期休業日は，次のとおりとする。 

(1) 日曜日及び土曜日(教育人文社会科学研究科人文社会科学専攻経済学・経営学プロ

グラム経済・マネジメントコース(ファイナンス分野を除く。)にあっては日曜日及び

月曜日) 

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和 23年法律第 178 号)に規定する休日 

(3) 春季休業 4月 1日から 4月 7日まで 

(4) 夏季休業 8月 11日から 9月 30日まで 

(5) 冬季休業 12月 26日から翌年 1月 5日まで 

2 学長は，特別の事情があるときは，前項第 3号から第 5号までの休業日を変更すること

ができる。 



3 臨時の休業日は，その都度別に定める。 

4 特別の事情があるときは，前 3項に定める休業日に授業を実施することができる。 

第 2章 入学 

(入学の時期) 

第 14条 入学の時期は，学年の始めとする。 

2 前項の規定にかかわらず，学期の始めに入学させることができる。 

(入学資格) 

第 15条 修士課程若しくは博士課程前期又は専門職学位課程に入学することのできる者

は，次の各号のいずれかに該当する者とする。 

(1) 大学を卒業した者 

(2) 学校教育法(昭和 22年法律第 26号。以下「法」という。)第 104 条第 7項の規定に

より独立行政法人大学改革支援・学位授与機構から学士の学位を授与された者 

(3) 外国において，学校教育における 16年の課程を修了した者 

(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより

当該外国の学校教育における 16年の課程を修了した 

者 

(5) 我が国において，外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における 16

年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制

度において位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当

該課程を修了した者 

(6) 外国の大学その他の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について，当該外国

の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるもの

として文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において，修業年限が 3年以上であ

る課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国にお

いて履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度におい

て位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了する

ことを含む。)により，学士の学位に相当する学位を授与された者 

(7) 専修学校の専門課程(修業年限が 4年以上であることその他の文部科学大臣が定め

る基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定

める日以後に修了した者 

(8) 文部科学大臣の指定した者 

(9) 法第 102条第 2項の規定により大学院に入学した者であって，その後に入学させる

本学大学院において，大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めた

もの 

(10) 本学大学院において，個別の入学資格審査により，大学を卒業した者と同等以上

の学力があると認めた者であって，22歳に達したもの 



(11) 大学に 3年以上在学した者(これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含

む。)であって，本学大学院が定める単位を優秀な成績で修得したと認めるもの 

第 16条 博士課程後期に入学することのできる者は，次の各号のいずれかに該当する者と

する。 

(1) 修士の学位又は専門職学位(法第 104条第 3項の規定に基づき学位規則(昭和 28年

文部省令第 9号)第 5条の 2に規定する専門職学位をいう。以下同じ。)を有する者 

(2) 外国において，修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 

(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し，修士の学位

又は専門職学位に相当する学位を授与された者 

(4) 我が国において，外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度

において位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該

課程を修了し，修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 

(5) 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法

(昭和 51年法律第 72号)第 1条第 2項に規定する 1972年 12月 11日の国際連合総会決

議に基づき設立された国際連合大学(以下「国際連合大学」という。)の課程を修了

し，修士の学位に相当する学位を授与された者 

(6) 外国の学校，第 4号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修

し，大学院設置基準第 16条の 2に規定する試験及び審査に相当するものに合格し，修

士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者 

(7) 文部科学大臣の指定した者 

(8) 本学大学院において，個別の入学資格審査により，修士の学位又は専門職学位を有

する者と同等以上の学力があると認めた者であって，24歳に達したもの 

第 17条 医系科学研究科医歯薬学専攻に入学することのできる者は，次の各号のいずれか

に該当する者とする。 

(1) 大学の医学，歯学，薬学又は獣医学の学部において医学，歯学又は修業年限 6年の

薬学若しくは獣医学を履修してこれらの学部を卒業した者 

(2) 法第 104条第 7項の規定により独立行政法人大学改革支援・学位授与機構から学士

の学位(専攻分野が医学，歯学又は獣医学)を授与された者 

(3) 外国において，学校教育における 18年の課程(最終の課程は，医学，歯学，薬学又

は獣医学)を修了した者 

(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより

当該外国の学校教育における 18年の課程(最終の課程は，医学，歯学，薬学又は獣医

学)を修了した者 

(5) 我が国において，外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における 18

年の課程(最終の課程は，医学，歯学，薬学又は獣医学)を修了したとされるものに限



る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設で

あって，文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者 

(6) 外国の大学その他の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について，当該外国

の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるもの

として文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において，修業年限が 5年以上であ

る課程(最終の課程は，医学，歯学，薬学又は獣医学)を修了すること(当該外国の学校

が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修

了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前

号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により，学士の学位に相

当する学位を授与された者 

(7) 文部科学大臣の指定した者 

(8) 法第 102条第 2項の規定により大学院(医学，歯学，薬学又は獣医学を履修する課

程に限る。)に入学した者であって，その後に入学させる本学大学院において，大学院

における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの 

(9) 本学大学院において，個別の入学資格審査により，大学を卒業した者と同等以上の

学力があると認めた者であって，24歳に達したもの 

(10) 大学の医学，歯学若しくは獣医学を履修する課程又は薬学を履修する課程のうち

臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするものに 4年以上在学した者(こ

れに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。)であって，本学大学院が定める

単位を優秀な成績で修得したと認めるもの 

(入学出願手続) 

第 18条 本学大学院に入学を志願する者は，所定の期間内に，検定料 30,000 円を納付の

上，別に定める書類(以下「出願書類」という。)を本学大学院に提出しなければならな

い。 

2 教育人文社会科学研究科実務法学専攻における第 19条に規定する入学試験において，出

願書類等による選抜(以下「第 1段階目の選抜」という。)を行い，その合格者に限り学

力検査その他による選抜(以下「第 2段階目の選抜」という。)を行う場合の検定料の額

は，前項の規定にかかわらず，第 1段階目の選抜に係る額は 7,000円とし，第 2段階目

の選抜に係る額は 23,000 円とする。 

3 第 1項の規定は，第 39条第 1項の規定により入学を志願する場合について準用する。 

(検定料の免除) 

第 18条の 2 前条の規定にかかわらず，特別の事情がある者には，検定料を免除すること

ができる。 

2 前条の規定にかかわらず，本学をホーム大学(学生が入学手続をする大学をいう。以下同

じ。)として教育人文社会科学研究科広島大学・グラーツ大学国際連携サステイナビリテ

ィ学専攻に入学を志願する者には，検定料を免除する。 



3 第 1項に定めるもののほか，検定料の免除に関し必要な事項は，別に定める。 

(入学試験) 

第 19条 入学志願者に対しては，入学試験を行う。 

2 前項の入学試験については，別に定める。 

(再入学) 

第 19条の 2 前条の規定にかかわらず，本学大学院を退学(懲戒退学を除く。)し，又は除

籍(第 42条第 1項において準用する通則第 43条第 2号による除籍を除く。)となった

後，同一研究科等に入学を願い出た者については，退学又は除籍後 5年以内に限り，選

考の上，再入学として入学を許可することができる。ただし，退学又は除籍時に所属し

ていた研究科，専攻又は研究科等連係課程実施基本組織が改組され，退学又は除籍時に

所属していた研究科等に入学を願い出ることができない場合は，当該研究科等と関連す

る研究科等の協議により決定した研究科等に願い出ることができるものとする。 

2 前項の規定にかかわらず，収容定員の充足状況等により，再入学として入学を許可しな

いことがある。 

3 第 1項の場合において，除籍となった者が選考に合格した場合は，第 21条に規定する入

学手続のほか，未納の入学料及び授業料に相当する金額を納付しなければならない。 

4 第 1項による入学者の既修得単位，標準修業年限及び在学年限の認定は，研究科等の教

授会の議を経て，研究科等の長が行う。 

(合格者の決定) 

第 20条 入学を許可すべき者は，研究科等の教授会の議を経て，学長が決定する。 

(入学手続) 

第 21条 入学の許可を受けようとする者は，指定の期日までに，別に定める書類(以下「入

学手続書類」という。)を提出するとともに，入学料 282,000 円を納付しなければならな

い。 

(入学料の免除，徴収猶予及び不徴収) 

第 22条 前条の規定にかかわらず，特別の事情がある者には，入学料の全額若しくは半額

を免除し，若しくはその徴収を猶予し，又は入学料を徴収しないこととすることができ

る。 

2 前条の規定にかかわらず，別に定める広島大学フェニックス奨学制度による奨学生に

は，入学料の全額を免除することができる。 

3 前条の規定にかかわらず，別に定める広島大学光り輝く奨学制度による奨学生には，入

学料の全額を免除することができる。 

4 前条の規定にかかわらず，教育人文社会科学研究科広島大学・グラーツ大学国際連携サ

ステイナビリティ学専攻の学生のうち，本学をホーム大学とする学生には，入学料の全

額を免除する。 



5 前条の規定にかかわらず，統合生命科学研究科統合生命科学専攻の博士課程後期の学生

のうちベトナムサテライトキャンパスで修学する学生で成績優秀なものには，入学料の

全額を免除することができる。 

6 第 1項から第 3項まで及び第 5項に定めるもののほか，入学料の免除，徴収猶予及び不

徴収に関し必要な事項は，別に定める。 

(入学許可) 

第 23条 学長は，第 21条の入学手続を完了した者(入学料の免除又は徴収猶予の許可申請

中の者を含む。)に入学を許可する。 

(検定料及び入学料の返還) 

第 24条 既納の検定料及び入学料は，返還しない。 

2 前項の規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該当するときは，納付した者の申出に

より，当該各号に規定する額を返還する。 

(1) 教育人文社会科学研究科実務法学専攻における第 19条に規定する入学試験におい

て，第 1段階目の選抜を行い，第 2段階目の選抜を行う場合に，検定料を納付した者

が第 1段階目の選抜で不合格となったとき 23,000 円 

(2) 検定料を納付した者が出願書類を提出しなかったとき その検定料相当額 

(3) 入学料を納付した者が入学手続書類を提出しなかったとき その入学料相当額 

第 3章 教育課程 

(教育課程の編成及び履修方法等) 

第 25条 本学大学院の教育課程は，教育研究上の目的を達成するために必要な授業科目を

開設し，体系的に編成するものとする。 

2 授業科目は，研究科等の学生が共通に履修する授業科目(次項において「大学院共通科

目」という。)及び本学大学院研究科等の授業科目に区分する。 

3 大学院共通科目に関し必要な事項は，別に定める。 

4 本学大学院研究科等の授業科目及びその履修方法は，研究科細則又は研究科等連係課程

実施基本組織細則(以下「研究科等細則」という。)において定める。 

5 第 2項に定めるもののほか，本学大学院の授業科目のうち，全ての研究科等の学生がス

キル向上を目的として履修できる授業科目(次条に定める卓越大学院プログラム又は第 25

条の 3に定める博士課程リーダー育成プログラムを履修する学生に限り履修できるもの

を除く。)については，別に定める。 

6 広い視野と社会への関心や問題意識の涵養，特定の分野に関する高度な専門的知識等の

蓄積により，新たな価値を創造し，社会を先導できる力を備えた人材の育成に資するこ

とを目的として，本学大学院に特定プログラムを開設する。 

7 特定プログラムに関し必要な事項は，別に定める。 

(卓越大学院プログラム) 



第 25条の 2 新たな知の創造と活用を主導し，時代を牽引する価値を創造するとともに，

社会的課題の解決に挑戦して，社会にイノベーションをもたらすことができる博士人

材，高度な知のプロフェッショナルを育成することを目的として，卓越大学院プログラ

ムを開設する。 

2 卓越大学院プログラムに関し必要な事項は，別に定める。 

(博士課程リーダー育成プログラム) 

第 25条の 3 独創的に課題に挑み，幅広い知識をもとに物事の本質を見抜く力等を備えた

リーダーを育成するため，従来の学問分野・研究領域の枠組みを超えた学位プログラム

として，博士課程リーダー育成プログラムを開設する。 

2 博士課程リーダー育成プログラムに関し必要な事項は，別に定める。 

(授業の方法及び単位数の計算の基準) 

第 26条 本学大学院の授業の方法については通則第 19条の 2の規定を，単位数の計算の基

準については通則第 19条の 3の規定を準用する。 

(研究指導) 

第 27条 本学大学院の学生(専門職学位課程の学生を除く。)は，その在学期間中に，研究

科等細則において定められた授業科目を履修し，修了に必要な単位を修得し，かつ，学

位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)を受けなければならない。た

だし，第 16条第 2号から第 8号までの規定により，大学院への入学資格に関し修士の学

位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者が，博士課程後期

に入学した場合の授業科目の履修及び単位の修得については，この限りでない。 

2 研究科等は，教育上有益と認めるときは，あらかじめ他の大学院若しくは研究所等又は

外国の大学院等と協議の上，学生(専門職学位課程の学生を除く。)が，当該他の大学院

若しくは研究所等において，又は休学することなく当該外国の大学院等に留学し，必要

な研究指導(第 55条の 2に規定する国際連携教育課程を編成する専攻の学生が当該国際

連携教育課程を編成する大学院において受けるものを除く。以下この項において同じ。)

を受けることを認めることができる。ただし，修士課程及び博士課程前期の学生につい

て認める場合は，当該研究指導を受ける期間は，1年を超えないものとする。 

(教育方法の特例) 

第 28条 本学大学院の課程においては，教育上特別の必要があると認められる場合は，夜

間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教

育を行うことができる。 

(単位の授与) 

第 29条 単位の授与については，通則第 19条の 4の規定を準用する。この場合において，

「及び出席状況」とあるのは，「又は研究報告」と読み替えるものとする。 

(授業科目の成績評価) 



第 30条 授業科目の成績の評価は，秀，優，良，可及び不可の 5段階とし，秀，優，良及

び可を合格，不可を不合格とする。 

(履修科目の登録の上限) 

第 31条 専門職学位課程の学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため，修了

の要件として学生が修得すべき単位数について，学生が 1年間又は 1学期に履修科目と

して登録することのできる単位数の上限は，教育人文社会科学研究科の定めるところに

よる。 

第 31条の 2 研究科等は，博士課程前期の学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修

するため，修了の要件として学生が修得すべき単位数について，学生が 1年間又は 1学

期に履修科目として登録することのできる単位数の上限を定めることができる。 

2 研究科等は，所定の単位を優れた成績をもって修得した博士課程前期の学生について

は，次学期に単位数の上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。 

(長期にわたる教育課程の履修) 

第 32条 学生が，職業を有している等の事情により，標準修業年限を超えて一定の期間に

わたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することを希望する旨を申し出たときは，

当該研究科等において支障のない場合に限り，その計画的な履修(以下「長期履修」とい

う。)を認めることができる。 

2 長期履修の取扱いに関し必要な事項は，別に定める。 

(教員の免許状授与の所要資格の取得) 

第 33条 教員の免許状授与の所要資格の取得については，通則第 24条の規定を準用する。 

(教育内容等の改善のための組織的な研修等) 

第 34条 本学大学院は，授業及び研究指導の内容及び方法の改善を図るための組織的な研

修及び研究を実施するものとする。 

(学生交流及び留学等) 

第 35条 研究科等が教育上有益と認めるときは，他の大学院(外国の大学院及び国際連合大

学を含む。)の教育課程において履修した授業科目について修得した単位を，当該研究科

等の教授会の議を経て，15単位(教育人文社会科学研究科教職開発専攻にあっては修了要

件として定める単位数の 2分の 1を超えない範囲とする。教育人文社会科学研究科実務

法学専攻にあっては 30単位とする。ただし，93単位を超える単位の修得を教育人文社会

科学研究科実務法学専攻の修了の要件とする場合は，その超える部分の単位数に限り 30

単位を超えて修得したものとみなすことができる。)を超えない範囲で本学大学院におけ

る授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。 

2 前項の規定は，学生(教育人文社会科学研究科教職開発専攻の学生を除く。)が，外国の

大学院が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合について準用す

る。 



3 前 2項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は，合わせて 15単位(教

育人文社会科学研究科教職開発専攻にあっては，修了要件として定める単位数の 2分の 1

を超えない範囲とする。教育人文社会科学研究科実務法学専攻にあっては，30単位(第 1

項ただし書の規定により 30単位を超えて修得したものとみなす単位数を除く。)とす

る。)を超えないものとする。 

4 学生交流及び留学に関し必要な事項は，別に定める。 

(入学前の既修得単位の認定) 

第 36条 研究科等が教育上有益と認めるときは，本学大学院に入学する前に大学院(外国の

大学院及び国際連合大学を含む。) の教育課程において履修した授業科目について修得

した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を，本学大学院における授業科目

の履修により修得したものとみなすことができる。 

2 前項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は，転学の場合を除き，本

学大学院において修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)以外のもの

については，15単位(教育人文社会科学研究科教職開発専攻にあっては，前条第 1項及び

第 44条の 2第 2項の規定により修得したものとみなすことができる単位数と合わせて修

了要件として定める単位数の 2分の 1を超えない範囲とする。教育人文社会科学研究科

実務法学専攻にあっては，前条第 1項及び第 2項の規定により修得したものとみなすこ

とができる単位数と合わせて 30単位(前条第 1項ただし書の規定により 30単位を超えて

修得したものとみなす単位数を除く。)とする(ただし，認定連携法曹基礎課程(教育人文

社会科学研究科実務法学専攻以外の法科大学院のみと認定法曹養成連携協定を締結して

いる大学の課程を含む。第 45条第 4項において同じ。)を修了して教育人文社会科学研

究科実務法学専攻に入学した者又はこれらの者と同等の学識を有すると教育人文社会科

学研究科が認める者がその入学前に教育人文社会科学研究科実務法学専攻以外の認定連

携法科大学院において履修した授業科目について修得した単位については，前条第 1項

及び第 2項の規定により修得したものとみなすことができる単位数と合わせて 46単位

(前条第 1項ただし書の規定により 30単位を超えて修得したものとみなす単位数を除

く。)とする。)。)を超えないものとする。 

3 前条及び前項の規定に基づき本学大学院(教育人文社会科学研究科の教職開発専攻及び実

務法学専攻を除く。)において修得したものとみなすことができる単位数は，合わせて 20

単位を超えないものとする。 

4 前 3項の規定による既修得単位の認定に関し必要な事項は，別に定める。 

第 4章 休学，退学及び転学 

(休学) 

第 37条 休学については，通則第 32条から第 34条までの規定を準用する。 

(退学) 

第 38条 退学については，通則第 35条の規定を準用する。 



(転学) 

第 39条 他の大学院及び国際連合大学の課程から転学を志願する者については，各学期の

始めに限り，試験の上，許可することがある。 

2 本学大学院の学生が他の大学院に転学しようとするときは，所定の手続を経て，願い出

なければならない。 

第 5章 賞罰及び除籍 

(表彰) 

第 40条 表彰については，通則第 39条の規定を準用する。 

(懲戒) 

第 41条 懲戒については，通則第 40条から第 42条までの規定を準用する。 

(除籍) 

第 42条 除籍については，通則第 43条の規定を準用する。 

2 教育人文社会科学研究科実務法学専攻に在学する学生が 2年以内に進級を認められなか

ったとき(カリキュラム上の 3年次にあっては，2年以内に修了できなかったとき)は，学

長は，当該研究科の教授会の議を経てこれを除籍する。 

第 6章 課程の修了及び学位の授与 

(修了要件) 

第 43条 修士課程及び博士課程前期の修了の要件は，大学院に 2年(2年以外の標準修業年

限を定める研究科等，専攻又は学生の履修上の区分にあっては，当該標準修業年限)以上

在学し，30単位以上を修得し，かつ，必要な研究指導を受けた上，修士論文を在学期間

中に提出してその審査及び最終試験に合格することとする。ただし，在学期間に関して

は，当該研究科等の教授会の議を経て研究科等の長が優れた業績を上げたと認める者に

ついては，大学院に 1年以上在学すれば足りるものとする。 

2 前項の場合において，当該研究科等の教授会の議を経て研究科等の長がその修士課程及

び博士課程前期の目的に応じ適当と認めるときは，特定の課題についての研究の成果の

審査をもって修士論文の審査に代えることができる。 

3 博士課程前期については，当該博士課程の目的を達成するために必要と認められる場合

には，前 2項に規定する修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び試験

に合格することに代えて，当該研究科等が行う次に掲げる試験及び審査に合格すること

とすることができる。 

(1) 専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力並びに当該専攻分野に関連する分野の

基礎的素養であって当該博士課程前期において修得し，又は涵養すべきものについて

の試験 

(2) 博士論文に係る研究を主体的に遂行するために必要な能力であって当該博士課程前

期において修得すべきものについての審査 



第 44条 博士課程の修了の要件は，大学院に 5年(修士課程(標準修業年限を 1年以上 2年

未満とした修士課程を除く。以下この項において同じ。)に 2年(2年を超える標準修業年

限を定める研究科等，専攻又は学生の履修上の区分にあっては，当該標準修業年限。以

下この条本文において同じ。)以上在学し，当該課程を修了した者にあっては，当該課程

における 2年の在学期間を含む。医系科学研究科医歯薬学専攻においては 4年)以上在学

し，30単位以上を修得し，かつ，必要な研究指導を受けた上，博士論文を提出してその

審査及び最終試験に合格することとする。ただし，在学期間に関しては，当該研究科等

の教授会の議を経て研究科等の長が優れた研究業績を上げたと認める者については，大

学院に 3年(医系科学研究科医歯薬学専攻以外の博士課程の学生で修士課程に 2年以上在

学し，当該課程を修了した者にあっては，当該課程における 2年の在学期間を含む。)以

上在学すれば足りるものとする。 

2 標準修業年限を 1年以上 2年未満とした修士課程を修了した者及び大学院設置基準第 16

条第 1項ただし書の規定による在学期間をもって修士課程を修了した者の博士課程(医系

科学研究科医歯薬学専攻を除く。)の修了の要件は，大学院に修士課程における在学期間

に 3年を加えた期間以上在学し，30単位以上を修得し，かつ，必要な研究指導を受けた

上，博士論文を提出してその審査及び最終試験に合格することとする。ただし，在学期

間に関しては，当該研究科等の教授会の議を経て研究科等の長が優れた研究業績を上げ

たと認める者については，大学院に 3年(標準修業年限を 1年以上 2年未満とした修士課

程を修了した者にあっては，当該 1年以上 2年未満の期間を，大学院設置基準第 16条第

1項ただし書の規定による在学期間をもって修士課程を修了した者にあっては，当該課程

における在学期間(2年を限度とする。)を含む。)以上在学すれば足りるものとする。 

3 前 2項の規定にかかわらず，修士の学位若しくは専門職学位を有する者又は第 16条第 2

号から第 8号までの規定により大学院への入学資格に関し修士の学位若しくは専門職学

位を有する者と同等以上の学力があると認められた者が，博士課程後期に入学した場合

の博士課程の修了の要件は，大学院(専門職大学院を除く。以下この項において同じ。)

に 3年以上在学し，当該研究科等に定めがあるときはその単位を修得し，かつ，必要な

研究指導を受けた上，博士論文を提出してその審査及び最終試験に合格することとす

る。ただし，在学期間に関しては，当該研究科等の教授会の議を経て研究科等の長が優

れた研究業績を上げたと認める者については，大学院に 1年(標準修業年限を 1年以上 2

年未満とした修士課程を修了した者及び標準修業年限を 1年以上 2年未満とした専門職

学位課程を修了した者にあっては 3年から当該 1年以上 2年未満の期間を減じた期間と

し，大学院設置基準第 16条第 1項ただし書の規定による在学期間をもって修士課程を修

了した者にあっては 3年から当該課程における在学期間(2年を限度とする。)を減じた期

間とする。)以上在学すれば足りるものとする。 

第 44条の 2 教育人文社会科学研究科教職開発専攻の修了の要件は，2年以上在学し，か

つ，45単位以上(高度の専門的な能力及び優れた資質を有する教員に係る実践的な能力を



培うことを目的として小学校等(専門職大学院設置基準(平成 15年 3月 31 日文部科学省

令第 16号)第 26条第 1項に規定する小学校等をいう。以下同じ。)その他の関係機関で

行う実習に係る 10単位以上を含む。)で教育人文社会科学研究科が定める単位以上を修

得することとする。 

2 教育人文社会科学研究科が教育上有益と認めるときは，当該専攻に入学する前の小学校

等の教員としての実務の経験を有する者について，10単位を超えない範囲で，前項に規

定する実習により修得する単位の全部又は一部を免除することができる。 

3 第 1項の規定にかかわらず第 36条第 1項の規定により当該専攻に入学する前に修得した

単位を当該専攻において修得したものとみなす場合であって，当該単位の修得により教

育課程の一部を修得したと認めるときは，当該単位数，その修得に要した期間その他を

勘案して 1年を超えない範囲で教育人文社会科学研究科が定める期間在学したものとみ

なすことができる。ただし，この場合においても，当該専攻に 1年以上在学するものと

する。 

第 45条 教育人文社会科学研究科実務法学専攻の修了の要件は，3年以上在学し，かつ，9

3単位以上で教育人文社会科学研究科が定める単位以上を修得することとする。ただし，

在学期間に関しては，入学前の既修得単位(法第 102 条第 1項の規定により入学資格を有

した後，修得したものに限る。)について認定された者については 1年を超えない範囲で

当該単位の数に相当する期間在学期間を短縮することができるものとする。 

2 前項の規定にかかわらず教育人文社会科学研究科実務法学専攻において必要とされる法

律学の基礎的な学識を有すると認められる者(以下「法学既修者」という。)について

は，30単位を超えない範囲の単位を修得したものとみなし，1年を超えない範囲で当該

単位の数に相当する期間在学期間を短縮することができるものとする。ただし，93単位

を超える単位の修得を修了の要件とする場合は，その超える部分の単位数に限り 30単位

を超えて修得したものとみなすことができる。 

3 前項の規定により法学既修者について修得したものとみなすことができる単位数(前項た

だし書の規定により 30単位を超えて修得したものとみなす単位を除く。)は，第 35条第

1項及び第 2項並びに第 36条第 1項の規定により修得したものとみなすことができる単

位数と合わせて 30単位(第 35条第 1項ただし書の規定により 30単位を超えて修得した

ものとみなす単位数を除く。)を超えないものとする。 

4 認定連携法曹基礎課程を修了して教育人文社会科学研究科実務法学専攻に入学した者又

はこれらの者と同等の学識を有すると教育人文社会科学研究科が認める者に関する第 2

項及び前項の規定の適用については，第 2項中「30単位」とあるのは「46単位」と，前

項中「前項ただし書の規定により 30単位」とあるのは「前項ただし書の規定により 46

単位」と，「合わせて 30単位」とあるのは「合わせて 46単位」とする。 

(大学院における在学期間の短縮) 



第 45条の 2 研究科等は，第 36条第 1項の規定により本学大学院に入学する前に修得した

単位(法第 102条第 1項の規定により入学資格を有した後，修得したものに限る。)を本

学大学院における授業科目の履修により修得したものとみなす場合であって，当該単位

の修得により本学大学院の修士課程又は博士課程(博士課程後期を除く。)の教育課程の

一部を履修したと認めるときは，当該単位数，その修得に要した期間その他を勘案して 1

年を超えない範囲で当該研究科等が定める期間在学したものとみなすことができる。た

だし，この場合においても，修士課程については，当該課程に少なくとも 1年以上在学

するものとする。 

2 前項の規定は，修士課程を修了した者の第 44条第 1項及び第 2項に規定する博士課程に

おける在学期間(同条第 1項及び第 2項の規定により博士課程における在学期間に含む修

士課程における在学期間を除く。)については，適用しない。 

(学位の授与) 

第 46条 学長は，本学大学院を修了した者に，修士若しくは博士の学位又は専門職学位を

授与する。 

2 博士の学位は，本学大学院の博士課程を経ない者であっても学位論文を提出してその審

査に合格し，かつ，試問に合格したときにも授与する。 

3 修士及び博士の学位並びに専門職学位の授与に関し必要な事項は，別に定める。 

(学位論文，最終試験) 

第 47条 第 43条及び第 44条の最終試験は，学位論文を中心として，これに関連ある科目

について行うものとする。 

第 48条 学位論文及び最終試験の合格又は不合格は，当該研究科等の教授会の審査を経

て，研究科等の長が決定する。 

2 審査決定の方法は，研究科等が定める。 

第 7章 授業料 

(授業料) 

第 49条 授業料の年額は，535,800 円(教育人文社会科学研究科実務法学専攻にあっては 80

4,000 円)とする。ただし，第 32条により長期履修を認められた者については，長期履修

を認められた時点における残りの標準修業年限に相当する年数に授業料の年額を乗じて

得た額を当該長期履修の期間の年数で除した額(その額に 10円未満の端数があるとき

は，これを切り上げた額)とする。 

2 成績優秀学生に対しては，後期分の授業料の全額を免除することができる。 

3 授業料を納付した者が成績優秀学生として授業料免除対象者となったときは，納付した

者の申出により，後期分の授業料に相当する額を返還する。 

4 第 2項に定めるもののほか，別に定める広島大学入学前奨学制度による奨学生に対して

は，授業料の全額を免除することができる。 



5 第 2項及び前項に定めるもののほか，教育人文社会科学研究科広島大学・グラーツ大学

国際連携サステイナビリティ学専攻の学生のうち本学をホーム大学とする学生で成績優

秀なものに対しては，各期の授業料の全額を免除することができる。 

6 第 2項及び前 2項に定めるもののほか，統合生命科学研究科統合生命科学専攻の博士課

程後期の学生のうちベトナムサテライトキャンパスで修学する学生で成績優秀なものに

対しては，各期の授業料の全額を免除することができる。 

7 前各項に定めるもののほか，授業料の納付手続等については，通則第 47条第 2項から第

51条までの規定を準用する。 

第 8章 特別研究学生 

(特別研究学生) 

第 50条 研究科等は，他の大学院又は外国の大学院等又は国際連合大学の学生で，本学大

学院において研究指導を受けることを志願する者があるときは，当該他の大学院又は外

国の大学院等又は国際連合大学との協議に基づき，特別研究学生として受け入れること

を認めることができる。 

(特別研究学生の授業料等) 

第 51条 特別研究学生に係る授業料は，広島大学研究生規則(平成 16年 4月 1日規則第 10

号)第 8条に規定する額と同額とする。ただし，国立大学の大学院学生であるとき，又は

次の各号のいずれかに該当するときは，授業料を徴収しない。 

(1) 公立又は私立の大学との間で締結した大学間特別研究学生交流協定において，当該

学生の授業料が相互に不徴収とされているとき。 

(2) 外国の大学院等との間で締結した大学間交流協定，部局間交流協定又はこれらに準

ずるものにおいて，当該学生の授業料が相互に不徴収とされているとき。 

2 特別研究学生は，前項に規定する額を，研究指導を受けようとする期間に応じ 6月分ず

つ(研究指導を受けようとする期間が 6月未満のときはその期間分)指定の期日までに納

付しなければならない。 

3 既納の授業料は，返還しない。 

4 特別研究学生に係る検定料及び入学料は，徴収しない。 

(規則の準用) 

第 52条 この章に定めるもののほか，特別研究学生には，本学大学院の学生に関する規定

を準用する。 

第 9章 研究生及び科目等履修生等 

(研究生) 

第 53条 本学大学院の学生以外の者で，本学大学院において特定の事項について研究する

ことを志願するものがあるときは，教育研究に支障のない場合に限り，選考の上，研究

生として入学を許可することができる。 

2 研究生に関し必要な事項は，別に定める。 



(科目等履修生) 

第 54条 本学大学院の学生以外の者で，本学大学院において一又は複数の授業科目を履修

することを志願するものがあるときは，教育研究に支障のない場合に限り，選考の上，

科目等履修生として入学を許可することができる。 

2 科目等履修生に関し必要な事項は，別に定める。 

(短期国際交流学生) 

第 54条の 2 外国の大学等の学生で，外国の大学等の教育課程の一環として，本学が実施

する研修を受けることを志願するものがあるときは，教育研究に支障のない場合に限

り，選考の上，短期国際交流学生として入学を許可することができる。 

2 外国の大学等とは，次の各号に掲げるものとする。 

(1) 外国の大学又は短期大学(大学以外の高等教育機関を含む。) 

(2) 外国の大学又は短期大学の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度に

おいて位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するもの 

(3) 国際連合大学(国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に

伴う特別措置法(昭和 51年法律第 72号)第 1条第 2項に規定する 1972年 12月 11日の

国際連合総会決議に基づき設立されたものをいう。) 

3 短期国際交流学生に関し必要な事項は，別に定める。 

(法務研修生) 

第 54条の 3 教育人文社会科学研究科実務法学専攻を修了した者で，修了後引き続き教育

人文社会科学研究科実務法学専攻において自己学習をすることを志願するものがあると

きは，教育研究に支障のない場合に限り，法務研修生として受け入れることができる。 

2 法務研修生に関し必要な事項は，教育人文社会科学研究科が定める。 

(履修証明プログラム) 

第 54条の 4 本学の教育研究上の資源を活かし，社会人等への学習の機会を積極的に提供

するため，本学に法第 105 条に規定する特別の課程として履修証明プログラムを開設す

ることができる。 

2 履修証明プログラムに関し必要な事項は，別に定める。 

第 10章 教員組織 

(教員組織) 

第 55条 研究科等における授業は，教授又は准教授が担当する。ただし，必要があるとき

は，講師又は助教に担当又は分担させることがある。 

2 研究科等における研究指導は，教授が担当する。ただし，必要があるときは，准教授，

講師又は助教に担当又は分担させることがある。 

3 第 1項の規定にかかわらず，教育人文社会科学研究科実務法学専攻における授業は，教

授が担当する。ただし，必要があるときは，准教授，講師又は助教に担当又は分担させ

ることがある。 



第 11章 国際連携専攻 

(国際連携教育課程) 

第 55条の 2 国際連携専攻における連携外国大学院(国際連携専攻を設ける研究科と連携し

て教育研究を実施する外国の大学院をいう。以下同じ。)と連携した教育課程(以下「国

際連携教育課程」という。)については，研究科細則において定める。 

(国際連携教育課程に係る単位の認定等) 

第 55条の 3 国際連携専攻を設ける研究科は，学生が連携外国大学院において履修した国

際連携教育課程に係る授業科目について修得した単位を，当該国際連携教育課程に係る

授業科目の履修により修得したものとみなすものとする。 

2 国際連携専攻を設ける研究科は，学生が連携外国大学院において受けた国際連携教育課

程に係る研究指導を，当該国際連携教育課程に係るものとみなすものとする。 

(国際連携専攻に係る修了要件) 

第 55条の 4 国際連携教育課程である修士課程の修了の要件は，第 43条第 1項及び第 2項

に定めるもののほか，国際連携専攻を設ける研究科及びそれぞれの連携外国大学院にお

いて国際連携教育課程に係る授業科目の履修により 10単位以上を修得するものとする。 

2 前項の規定により国際連携専攻を設ける研究科及びそれぞれの連携外国大学院において

国際連携教育課程に係る授業科目の履修により修得する単位数には，第 35条，第 36条

又は前条第 1項の規定により修得したものとみなすことができ，又はみなすものとする

単位を含まないものとする。ただし，第 36条の規定により修得したものとみなす単位に

ついて，国際連携教育課程を編成し，及び実施するために特に必要と認められる場合

は，この限りでない。 

(国際連携専攻の学生の授業料等) 

第 55条の 5 国際連携専攻の学生のうち，連携外国大学院をホーム大学とする学生の本学

における検定料，入学料及び授業料については，第 18条第 1項，第 21条及び第 49条第

1項の規定にかかわらず，徴収しない。 

(その他) 

第 55条の 6 この規則に定めるもののほか，国際連携専攻に係る次の各号に掲げる事項に

ついては，連携外国大学院と協議の上，別に定める。 

(1) 教育課程の編成に関する事項 

(2) 教育組織の編成に関する事項 

(3) 入学者の選抜及び学位の授与に関する事項 

(4) 学生の在籍の管理及び安全に関する事項 

(5) 学生の奨学及び厚生補導に関する事項 

(6) 教育研究活動等の状況の評価に関する事項 

(7) その他国際連携専攻に関する事項 

第 12章 雑則 



(雑則) 

第 56条 研究科等の長は，研究科等細則を改正したときは，学長に報告するものとする。 

2 この規則に定めるもののほか，本学大学院の学生の修学に関し必要な事項は，通則の規

定を準用する。 

第 57条 通則をこの規則に準用する場合は，「学部長」とあるのは「研究科等の長」と読

み替えるものとする。 

附 則 

1 この規則は，平成 20年 4月 1日から施行する。 

2 教育学研究科の障害児教育学専攻は，第 4条及び別表の規定にかかわらず，平成 20年 3

月 31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間，存続するもの

とする。 

附 則(平成 20年 12月 16 日規則第 171 号) 

この規則は，平成 20年 12月 16 日から施行する。 

附 則(平成 21年 3月 31日規則第 15号) 

1 この規則は，平成 21年 4月 1日から施行する。 

2 医歯薬学総合研究科の口腔健康科学専攻及び研究科の収容定員並びに全研究科の収容定

員は，この規則による改正後の広島大学大学院規則別表の規定にかかわらず，平成 21年

度にあっては，次の表のとおりとする。 

研究科名 専攻名 
修士課程，博士課程前期又は専門職学位課程 

収容定員 

医歯薬学総合研究科 口腔健康科学専攻 12 

  計 138 

総  計 2,130 

附 則(平成 22年 3月 31日規則第 13号) 

1 この規則は，平成 22年 4月 1日から施行する。 

2 平成 21年度以前に入学した学生の授業科目の成績評価については，この規則による改正

後の広島大学大学院規則(以下「新規則」という。)第 30条の規定にかかわらず，なお従

前の例による。 

3 この規則による改正前の広島大学大学院規則(以下「旧規則」という。)第 4条に規定す

る工学研究科の各専攻は，新規則第 4条及び別表の規定にかかわらず，平成 22年 3月 31

日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間，存続するものとす

る。 

4 工学研究科の各専攻及び研究科の収容定員並びに全研究科の収容定員は，新規則別表の

規定にかかわらず，平成 22年度及び平成 23年度にあっては，次の表のとおりとする。 

研究科

名 

専攻名 修士課程，博士課程前期又は専門

職学位課程 

博士課程又は博士課

程後期 

収容定員 収容定員 



平成 22年度 
平成 22年

度 

平成 23年

度 

工学研

究科 

複雑システム工学専攻 24 22 11 

物質化学システム専攻 36 34 17 

社会環境システム専攻 43 42 21 

機械システム工学専攻 69 47 37 

機械物理工学専攻 30 10 20 

システムサイバネティ

クス専攻 
34 11 22 

情報工学専攻 64 39 39 

化学工学専攻 24 8 16 

応用化学専攻 26 9 18 

社会基盤環境工学専攻 20 7 14 

輸送・環境システム専

攻 
20 7 14 

建築学専攻 21 7 14 

計 411 243 243 

総  計 2,176 1,612 1,612 

5 医歯薬学総合研究科の薬学専攻，薬科学専攻及び研究科の収容定員並びに全研究科の収

容定員は，新規則別表の規定にかかわらず，平成 22年度にあっては，次の表のとおりと

する。 

研究科名 専攻名 修士課程，博士課程前期又は専門職学位課程 

収容定員 

医歯薬学総合研究科 薬学専攻 43 

薬科学専攻 20 

計 127 

総  計 2,176 

6 法務研究科の法務専攻及び研究科の収容定員並びに全研究科の収容定員は，新規則別表

の規定にかかわらず，平成 22年度及び平成 23年度にあっては，次の表のとおりとす

る。 

研究科名 専攻名 修士課程，博士課程前期又は専門職学位課程 

収容定員 

平成 22年度 平成 23年度 

法務研究科 法務専攻 168 156 

計 168 156 

総  計 2,176 2,210 

附 則(平成 22年 10月 19 日規則第 128 号) 

この規則は，平成 22年 10月 19 日から施行する。 

附 則(平成 23年 3月 31日規則第 14号) 

1 この規則は，平成 23年 4月 1日から施行する。 



2 医歯薬学総合研究科の口腔健康科学専攻博士課程後期及び研究科の収容定員並びに全研

究科の収容定員は，この規則による改正後の広島大学大学院規則別表の規定にかかわら

ず，平成 23年度及び平成 24年度にあっては，次の表のとおりとする。 

 研究科名  専攻名 

 博士課程又は博士課程後期 

 収容定員 

 平成 23年度  平成 24年度 

 医歯薬学総合研究科 
 口腔健康科学専攻  4  8 

 計  452  456 

 総計  1,616  1,620 

附 則(平成 24年 3月 30日規則第 26号) 

1 この規則は，平成 24年 4月 1日から施行する。 

2 この規則による改正前の広島大学大学院規則第 4条に規定する保健学研究科及び医歯薬

学総合研究科並びにその各専攻は，この規則による改正後の広島大学大学院規則(以下

「新規則」という。)第 4条及び別表の規定にかかわらず，平成 24年 3月 31 日に当該専

攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間，存続するものとする。 

3 保健学研究科,医歯薬学総合研究科及び医歯薬保健学研究科の各専攻及び各研究科の収容

定員並びに全研究科の収容定員は，新規則別表の規定にかかわらず，平成 24年度から平

成 26年度にあっては，次の表のとおりとする。 

研究科名 専攻名 

修士課程，博士課程前期又は専

門職学位課程 
博士課程又は博士課程後期 

収容定員 収容定員 

平成 24年度 
平成 24

年度 

平成 25

年度 

平成 26

年度 

保健学研究科 保健学専攻 34 34 17  

計 34 34 17  

医歯薬学総合

研究科 

創生医科学

専攻 
 171 114 57 

展開医科学

専攻 
 138 92 46 

薬学専攻  24 12  

薬科学専攻 20    

医歯科学専

攻 
20    

口腔健康科

学専攻 
12 4 4  

計 52 337 222 103 

医歯薬保健学

研究科 

医歯薬学専

攻 
 97 194 291 

口腔健康科

学専攻 
12 4 8  

薬科学専攻 18 3 6  



保健学専攻 34 15 30  

医歯科学専

攻 
12    

計 76 119 238 357 

総計 2,188 1,603 1,590 1,573 

附 則(平成 24年 5月 15日規則第 101号) 

この規則は，平成 24年 5月 15日から施行する。ただし，第 25条第 2項の改正規定及び

第 25条の次に 1条を加える改正規定は，平成 24年 10月 1日から施行する。 

附 則(平成 24年 6月 19日規則第 111号) 

この規則は，平成 25年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 27年 3月 31日規則第 51号) 

1 この規則は，平成 27年 4月 1日から施行する。 

2 法務研究科の法務専攻及び研究科の収容定員並びに全研究科の収容定員は，この規則に

よる改正後の広島大学大学院規則別表の規定にかかわらず，平成 27年度及び平成 28年

度にあっては，次の表のとおりとする。 

 研究科名  専攻名 

 修士課程，博士課程前期又は専門職学位課程 

 収容定員 

 平成 27年度  平成 28年度 

 法務研究科 
 法務専攻  132  120 

 計  132  120 

 総計  2,166  2,154 

附 則(平成 28年 3月 31日規則第 52号) 

1 この規則は，平成 28年 4月 1日から施行する。 

2 この規則による改正前の広島大学大学院規則第 4条に規定する教育学研究科の教育学専

攻及び心理学専攻を除く各専攻は，この規則による改正後の広島大学大学院規則(以下

「新規則」という。)第 4条及び別表の規定にかかわらず，平成 28年 3月 31 日に当該専

攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間，存続するものとする。 

3 教育学研究科の各専攻及び研究科の収容定員並びに全研究科の収容定員は，新規則別表

の規定にかかわらず，平成 28年度及び平成 29年度にあっては，次の表のとおりとす

る。 

研究科名 専攻名 修士課程，博士課程前期又は専門職

学位課程 

博士課程又は博士課程

後期 

収容定員 収容定員 

平成 28年度 
平成 28年

度 

平成 29年

度 

教育学研究

科 

学習科学専攻 19 － － 

特別支援教育学

専攻 
5 － － 



科学文化教育学

専攻 
35 － － 

言語文化教育学

専攻 
34 － － 

生涯活動教育学

専攻 
25 － － 

教育学専攻 29 － － 

高等教育開発専

攻 
5 － － 

学習開発専攻 － 18 9 

文化教育開発専

攻 
－ 44 22 

教育人間科学専

攻 
－ 36 18 

教職開発専攻 20 － － 

学習開発学専攻 20 － － 

教科教育学専攻 80 － － 

日本語教育学専

攻 
14 － － 

高等教育学専攻 5 － － 

教育学習科学専

攻 
－ 49 98 

計 329     

総計 2,153     

4 法務研究科の法務専攻及び研究科の収容定員並びに全研究科の収容定員は，新規則別表

の規定にかかわらず，平成 28年度及び平成 29年度にあっては，次の表のとおりとす

る。 

研究科名 専攻名 修士課程，博士課程前期又は専門職学位課程 

収容定員 

平成 28年度 平成 29年度 

法務研究科 法務専攻 104 76 

計 104 76 

総計 2,153 2,140 

附 則(平成 28年 7月 19日規則第 174号) 

1 この規則は，平成 28年 7月 19 日から施行する。 

2 この規則による改正後の広島大学大学院規則(以下「新規則」という。)第 15条及び第 1

7条の規定は，平成 28年 4月 1日から適用する。 

3 新規則第 18条の 2の規定は，平成 28年 4月 14 日から適用する。 

附 則(平成 28年 10月 18 日規則第 226 号) 

この規則は，平成 28年 10月 18 日から施行する。 

附 則(平成 29年 2月 21日規則第 7号) 



この規則は，平成 29年 2月 21日から施行する。 

附 則(平成 30年 3月 14日規則第 17号) 

この規則は，平成 30年 3月 14日から施行する。 

附 則(平成 31年 3月 29日規則第 28号) 

1 この規則は，平成 31年 4月 1日から施行する。 

2 この規則による改正前の広島大学大学院規則第 4条に規定する理学研究科の生物科学専

攻，数理分子生命理学専攻，先端物質科学研究科の分子生命機能科学専攻，医歯薬保健

学研究科の各専攻及び生物圏科学研究科の各専攻は，この規則による改正後の広島大学

大学院規則(以下「新規則」という。)第 4条及び別表の規定にかかわらず，平成 31年 3

月 31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間，存続するもの

とする。 

3 総合科学研究科の総合科学専攻，理学研究科の生物科学専攻，数理分子生命理学専攻，

先端物質科学研究科の分子生命機能科学専攻，医歯薬保健学研究科の各専攻，生物圏科

学研究科の各専攻，統合生命科学研究科の統合生命科学専攻，医系科学研究科の各専攻

及び研究科の収容定員並びに全研究科の収容定員は，新規則別表の規定にかかわらず，

平成 31年度，平成 32年度及び平成 33年度にあっては，次の表のとおりとする。 

研究科名 専攻名 修士課程，博士課程前期又は

専門職学位課程 
博士課程又は博士課程後期 

収容定員 収容定員 

平成 31年度 
平成 31

年度 

平成 32

年度 

平成 33

年度 

総合科学研究

科 

総合科学専攻 110 57 54   

計 110 57 54   

理学研究科 生物科学専攻 24 24 12   

数理分子生命

理学専攻 
23 22 11   

計 217 166 143   

先端物質科学

研究科 

分子生命機能

科学専攻 
24 22 11   

計 104 79 68   

医歯薬保健学

研究科 
医歯薬学専攻 － 291 194 97 

口腔健康科学

専攻 
12 8 4   

薬科学専攻 18 6 3   

保健学専攻 34 30 15   

医歯科学専攻 12 － － － 

計 76 335 216 97 

生物圏科学研

究科 

生物資源科学

専攻 
30 24 12   



生物機能開発

学専攻 
24 24 12   

環境循環系制

御学専攻 
19 18 9   

計 73 66 33   

統合生命科学

研究科 

統合生命科学

専攻 
170 70 140   

計 170 70 140   

医系科学研究

科 
医歯薬学専攻 － 97 194 291 

総合健康科学

専攻 
76 25 50   

計 76 122 244 366 

総計   2,140 1,570 1,573   

附 則(令和 2年 3月 25日規則第 48号) 

1 この規則は，令和 2年 4月 1日から施行する。 

2 この規則による改正前の広島大学大学院規則第 4条に規定する総合科学研究科の総合科

学専攻，文学研究科の人文学専攻，教育学研究科の各専攻，社会科学研究科の各専攻，

理学研究科の各専攻，先端物質科学研究科の各専攻，工学研究科の各専攻，国際協力研

究科の各専攻及び法務研究科の法務専攻は，この規則による改正後の広島大学大学院規

則(以下「新規則」という。)第 4条及び別表の規定にかかわらず，令和 2年 3月 31 日に

当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間，存続するものとする。 

3 総合科学研究科の総合科学専攻，文学研究科の人文学専攻，教育学研究科の各専攻，社

会科学研究科の各専攻，理学研究科の各専攻，先端物質科学研究科の各専攻，工学研究

科の各専攻，国際協力研究科の各専攻，法務研究科の法務専攻，人間社会科学研究科の

各専攻，先進理工系科学研究科の先進理工系科学専攻及び研究科の収容定員並びに全研

究科の収容定員は，新規則別表の規定にかかわらず，令和 2年度及び令和 3年度にあっ

ては，次の表のとおりとする。 

研究科名 専攻名 修士課程，博士課程前期又は

専門職学位課程 

博士課程又は博士

課程後期 

収容定員 収容定員 

令和 2年度 令和 3年度 
令和 2年

度 

令和 3年

度 

総合科学研究

科 

総合科学専攻 50   37 17 

計 50   37 17 

文学研究科 人文学専攻 64   64 32 

計 64   64 32 

教育学研究科 教職開発専攻 20   － － 

学習開発学専攻 20   － － 

教科教育学専攻 80   － － 

日本語教育学専攻 14   － － 



教育学専攻 14   － － 

心理学専攻 19   － － 

高等教育学専攻 5   － － 

教育学習科学専攻 －   98 49 

計 172   98 49 

社会科学研究

科 

法政システム専攻 24   10 5 

社会経済システム専

攻 
28   16 8 

マネジメント専攻 28   28 14 

計 80   54 27 

理学研究科 数学専攻 22   22 11 

物理科学専攻 30   26 13 

化学専攻 23   22 11 

地球惑星システム学

専攻 
10   10 5 

計 85   103 40 

先端物質科学

研究科 

量子物質科学専攻 25   24 12 

半導体集積科学専攻 15   14 7 

計 40   49 19 

工学研究科 機械システム工学専

攻 
28   18 9 

機械物理工学専攻 30   20 10 

システムサイバネテ

ィクス専攻 
34   22 11 

情報工学専攻 37   26 13 

化学工学専攻 24   16 8 

応用化学専攻 26   18 9 

社会基盤環境工学専

攻 
20   14 7 

輸送・環境システム

専攻 
20   14 7 

建築学専攻 21   14 7 

計 240   162 81 

国際協力研究

科 

開発科学専攻 43   44 22 

教育文化専攻 28   28 14 

計 71   72 36 

法務研究科 法務専攻 40 20 － － 

計 40 20 － － 

人間社会科学

研究科 

人文社会科学専攻 257   85 170 

教育科学専攻 163   50 100 

教職開発専攻 30   － － 

実務法学専攻 20 40 － － 

計 470 940 135 270 



先進理工系科

学研究科 

先進理工系科学専攻 449   128 256 

計 449   128 256 

総計 2,253   1,535 1,500 

附 則(令和 2年 7月 21日規則第 186号) 

この規則は，令和 2年 7月 21日から施行する。 

附 則(令和 2年 9月 15日規則第 198号) 

1 この規則は，令和 2年 10月 1日から施行する。 

2 人間社会科学研究科の広島大学・グラーツ大学国際連携サステイナビリティ学専攻，先

進理工系科学研究科の広島大学・ライプツィヒ大学国際連携サステイナビリティ学専攻

及び研究科の収容定員並びに全研究科の収容定員は，この規則による改正後の広島大学

大学院規則別表の規定にかかわらず，令和 2年度及び令和 3年度にあっては，次の表の

とおりとする。 

研究科名 専攻名 修士課程，博士課程前期又は

専門職学位課程 

収容定員 

令和 2年度 令和 3年度 

人間社会科学

研究科 

広島大学・グラーツ大学国際連携サステイ

ナビリティ学専攻 
2   

計 472 944 

先進理工系科

学研究科 

広島大学・ライプツィヒ大学国際連携サス

テイナビリティ学専攻 
2   

計 451   

総計 2,257   

附 則(令和 3年 9月 21日規則第 99号) 

1 この規則は，令和 3年 10月 1日から施行する。 

2 令和 3年 4月 1日以前に入学した学生の履修科目の登録の上限については，この規則に

よる改正後の広島大学大学院規則第 31条の 2の規定にかかわらず，なお従前の例によ

る。 

附 則(令和 4年 1月 18日規則第 10号) 

この規則は，令和 4年 1月 18日から施行する。 

附 則(令和 4年 6月 21日規則第 58号) 

この規則は，令和 4年 6月 21日から施行し，この規則による改正後の広島大学大学院規

則の規定は，令和 4年 4月 1日から適用する。 

附 則(令和 4年 7月 19日規則第 64号) 

この規則は，令和 4年 8月 1日から施行する。 

附 則(令和 5年 2月 21日規則第 21号) 

この規則は，令和 5年 4月 1日から施行する。 

附 則(令和 5年 3月 29日規則第 46号) 



1 この規則は，令和 5年 4月 1日から施行する。 

2 スマートソサイエティ実践科学研究院の収容定員は，この規則による改正後の広島大学

大学院規則別表の規定にかかわらず，令和 5年度及び令和 6年度にあっては，次の表の

とおりとする。 

研究科等名 専攻名 修士課程，博士課程前期又は

専門職学位課程 

博士課程又は博士課

程後期 

収容定員 収容定員 

令和 5年度 
令和 5年

度 

令和 6年

度 

人間社会科学研究科 人文社会科

学専攻 

514 

【15】 

255 

【3】 

255 

【6】 

計 
964 

【15】 

405 

【3】 

405 

【6】 

先進理工系科学研究科 先進理工系

科学専攻 

898 

【13】 

384 

【7】 

384 

【14】 

計 
902 

【13】 

384 

【7】 

384 

【14】 

統合生命科学研究科 統合生命科

学専攻 

340 

【6】 

210 

【6】 

210 

【12】 

計 
340 

【6】 

210 

【6】 

210 

【12】 

医系科学研究科 総合健康科

学専攻 

152 

【2】 

75 

【1】 

75 

【2】 

計 
152 

【2】 

463 

【1】 

463 

【2】 

スマートソサイエティ

実践科学研究院 

― 
(36) (17) (34) 

附 則(令和 5年 9月 19日規則第 210号) 

この規則は，令和 5年 9月 19日から施行する。 

附 則(令和 6年 2月 20日規則第 8号) 

1 この規則は，令和 6年 4月 1日から施行する。 

2 令和 5年度以前に入学した学生の再入学については，この規則による改正後の広島大学

大学院規則第 19条の 2の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

附 則(令和 6年 3月 11日規則第 15号) 

1 この規則は，令和 6年 3月 11 日から施行し，この規則による改正後の広島大学大学院規

則(以下「新規則」という。)の規定は，令和 5年 10月 1日から適用する。 

2 令和 4年度以前に入学した人間社会科学研究科広島大学・グラーツ大学国際連携サステ

イナビリティ学専攻及び先進理工系科学研究科広島大学・ライプツィヒ大学国際連携サ

ステイナビリティ学専攻の学生のうち，本学をホーム大学とする学生の授業料について

は，新規則第 49条の規定にかかわらず，なお従前の例による。 



附 則(令和 6年 7月 16日規則第 109号) 

この規則は，令和 6年 7月 16日から施行し，この規則による改正後の広島大学大学院規

則の規定は，令和 6年 4月 1日から適用する。 

附 則(令和 7年 2月 18日規則第 13号) 

この規則は，令和 7年 2月 18日から施行し，この規則による改正後の広島大学大学院規

則の規定は，令和 6年 10月 1日から適用する。 

附 則(令和 7年 3月 28日規則第 41号) 

1 この規則は，令和 7年 4月 1日から施行する。 

2 先進理工系科学研究科の先進理工系科学専攻博士課程前期及び研究科の収容定員並びに

全研究科の収容定員は，この規則による改正後の広島大学大学院規則別表の規定にかか

わらず，令和 7年度にあっては，次の表のとおりとする。 

研究科等名 専攻名 修士課程，博士課程前期又は専門職学位課程 

収容定員 

令和 7年度 

先進理工系科学研究科 先進理工系科学専攻 932 

【26】 

計 
936 

【26】 

総計 2,392 

附 則(令和 8年 3月 10日規則第 20号) 

1 この規則は，令和 8年 4月 1日から施行する。 

2 令和 7年度以前に入学した人間社会科学研究科実務法学専攻の学生の在学年限，再入学

及び除籍については，この規則による改正後の広島大学大学院規則第 10条第 2項，第 19

条の 2第 1項及び第 42条第 2項の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

附 則 

1 この規則は，令和 8年 10月 1日から施行する。 

2 この規則による改正前の広島大学大学院規則第 4条に規定する先進理工系科学研究科広

島大学・ライプツィヒ大学国際連携サステイナビリティ学専攻は，この規則による改正

後の広島大学大学院規則(以下「新規則」という。)第 4条及び別表の規定にかかわら

ず，令和 8年 9月 30日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの

間，存続するものとする。 

3 先進理工系科学研究科の広島大学・ライプツィヒ大学国際連携サステイナビリティ学専

攻及び研究科の収容定員並びに全研究科の収容定員は，新規則別表の規定にかかわら

ず，令和 8年度にあっては，次の表のとおりとする。 

研究科等名 専攻名 修士課程，博士課程前期又は

専門職学位課程 

収容定員 

令和 8年度 



先進理工系科

学研究科 

広島大学・ライプツィヒ大学国際連携サス

テイナビリティ学専攻 
2 

計 968 

総計 2,424 

附 則 

1 この規則は，令和 9年 4月 1日から施行する。 

2 教育人文社会科学研究科の人文社会科学専攻博士課程後期及び教育科学専攻博士課程後

期の収容定員，先進理工系科学研究科の先進理工系科学専攻博士課程前期及び研究科の

収容定員並びに全研究科の収容定員は，この規則による改正後の広島大学大学院規則別

表の規定にかかわらず，令和 9年度及び令和 10年度にあっては，次の表のとおりとす

る。

研究科等

名 

専攻名 修士課程，博士課程前期又は専

門職学位課程 

博士課程又は博士課程後期 

収容定員 収容定員 

令和 9年度 令和 9年度 令和 10年度 

教育人文

社会科学

研究科 

人文社会

科学専攻 
 

247 

【9】 

239 

【9】 

教育科学

専攻 
 158 166 

先進理工

系科学研

究科 

先進理工

系科学専

攻 

1,036 

【26】 

  

計 
1,036 

【26】 

  

総計 2,492   

別表(第 5条関係) 

収容定員 

研究科等名 専攻名 修士課程，博士課程前期

又は専門職学位課程 

博士課程又は博士

課程後期 

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 

教育人文社会科

学研究科 
人文社会科学専攻 

257 

【15】  

514 

【30】  

77 

【3】  

231 

【9】  

教育科学専攻 163 326 58 174 

教職開発専攻 30 60 － － 

実務法学専攻 20 60 － － 

広島大学・グラーツ大学

国際連携サステイナビリ

ティ学専攻 

2 4 － － 

計 
472 

【15】  

964 

【30】  

135 

【3】  

405 

【9】  



先進理工系科学

研究科 
先進理工系科学専攻 

553 

【13】  

1,106 

【26】  

128 

【7】  

384 

【21】  

計 
553 

【13】  

1,106 

【26】  

128 

【7】  

384 

【21】  
統合生命科学研

究科 

統合生命科学専攻 170 

【6】  

 340 

【12】  

70 

【6】 

210 

【18】 

計 
170 

【6】  

340 

【12】  

70 

【6】 

210 

【18】  
医系科学研究科 医歯薬学専攻 ― ― 97 388 

総合健康科学専攻 
76 

【2】 

152 

【4】 

25 

【1】 

75 

【3】 

計 
76 

【2】 

152 

【4】 

122 

【1】 

463 

【3】 

スマートソサイ

エティ実践科学

研究院 

― 

(36) (72) (17) (51) 

総計 1,271 2,562 455 1,462 

(※) スマートソサイエティ実践科学研究院の入学定員及び収容定員は，教育人文社会

科学研究科人文社会科学専攻，先進理工系科学研究科先進理工系科学専攻，統合生命科

学研究科統合生命科学専攻及び医系科学研究科総合健康科学専攻の入学定員及び収容定

員の内数とする。当該内数は隅付き括弧で示す。 



 
 

（５）広島大学大学院規則の変更事項 
 
1 変更の事由 
（令和 8 年 10 月） 
・先進理工系科学研究科広島大学・ライプツィヒ大学国際連携サステイナビリティ学

専攻の学生募集を停止することとするため。 
（令和 9 年 4 月） 
・人間社会科学研究科を教育人文社会科学研究科に名称変更することとするため。 
・教育人文社会科学研究科の人文社会科学専攻博士課程後期及び教育科学専攻博士課

程後期の入学定員及び収容定員の改訂を行うこととするため。 
・先進理工系科学研究科先進理工系科学専攻博士課程前期の入学定員及び収容定員の

改訂を行うこととするため。 
 
 
2 変更の概要 
 （令和 8 年 10 月） 

・先進理工系科学研究科広島大学・ライプツィヒ大学国際連携サステイナビリティ学

専攻の学生募集を停止する。 
（令和 9 年 4 月） 
・人間社会科学研究科を教育人文社会科学研究科に名称変更する。 
・教育人文社会科学研究科の人文社会科学専攻博士課程後期及び教育科学専攻博士課

程後期の入学定員及び収容定員を改訂する。 
・先進理工系科学研究科先進理工系科学専攻博士課程前期の入学定員及び収容定員を

改訂する。 
 
 



（６） 広島大学大学院規則（改正案）新旧対照表 

 

改 正 前  令和 8 年 1 0 月改正 令和 9 年 4 月改正 

(略)  (略 )  (略 )  

(本学大学院の課程)  

第 3 条 本学大学院に，修士課程，博士課

程及び専門職学位課程を置く。 

(本学大学院の課程)  

第 3 条 同左 

(本学大学院の課程)  

第 3 条 同左 

2  博士課程(医系科学研究科医歯薬学専攻

を除く。)は，前期の課程(以下「博士課

程前期」という。)及び後期の課程(以下

「博士課程後期」という。)に区分する。 

2  〃  2  〃  

3  博士課程前期は，修士課程として取り扱

うものとする。 

3  〃  3  〃  

4  専門職学位課程は，人間社会科学研究科

教職開発専攻を教職大学院の課程として

取り扱い，人間社会科学研究科実務法学

専攻を法科大学院の課程として取り扱う

ものとする。 

4  専門職学位課程は，人間社会科学研究科

教職開発専攻を教職大学院の課程として

取り扱い，人間社会科学研究科実務法学

専攻を法科大学院の課程として取り扱う

ものとする。 

4  専門職学位課程は，教育人文社会科学研

究科教職開発専攻を教職大学院の課程とし

て取り扱い，教育人文社会科学研究科実務

法学専攻を法科大学院の課程として取り扱

うものとする。 

5  第 2 項の規定にかかわらず，教育研究上

必要がある場合においては，博士課程後

期のみの博士課程を置くことができる。 

5  同左 5  同左 

(課程及び専攻等)  

第 4 条 本学大学院の各研究科に課程及び

専攻を，研究科等連係課程実施基本組織

に課程を次のとおり置く。 

(課程及び専攻等)  

第 4 条 同左 

(課程及び専攻等)  

第 4 条 同左 

人間社会科学研究科(博士課程)  

 人文社会科学専攻 

 教育科学専攻 

 教職開発専攻(専門職学位課程)  

 実務法学専攻(専門職学位課程)  

 広島大学・グラーツ大学国際連携サス

テイナビリティ学専攻(修士課程)  

人間社会科学研究科(博士課程)  

 人文社会科学専攻 

 教育科学専攻 

 教職開発専攻(専門職学位課程)  

 実務法学専攻(専門職学位課程)  

 広島大学・グラーツ大学国際連携サス

テイナビリティ学専攻(修士課程)  

教育人文社会科学研究科(博士課程)  

 人文社会科学専攻 

 教育科学専攻 

 教職開発専攻(専門職学位課程)  

 実務法学専攻(専門職学位課程)  

 広島大学・グラーツ大学国際連携サス

テイナビリティ学専攻(修士課程)  



先進理工系科学研究科(博士課程)  

 先進理工系科学専攻 

 広島大学・ライプツィヒ大学国際連携

サステイナビリティ学専攻(修士課程)  

統合生命科学研究科(博士課程)  

 統合生命科学専攻 

医系科学研究科(博士課程)  

 医歯薬学専攻 

 総合健康科学専攻 

スマートソサイエティ実践科学研究院(博

士課程)  
 

先進理工系科学研究科(博士課程)  

 先進理工系科学専攻 

 

 

統合生命科学研究科(博士課程)  

 統合生命科学専攻 

医系科学研究科(博士課程)  

 医歯薬学専攻 

 総合健康科学専攻 

スマートソサイエティ実践科学研究院(博

士課程)  
 

先進理工系科学研究科(博士課程)  

 先進理工系科学専攻 

 

 

統合生命科学研究科(博士課程)  

 統合生命科学専攻 

医系科学研究科(博士課程)  

 医歯薬学専攻 

 総合健康科学専攻 

スマートソサイエティ実践科学研究院(博

士課程)  
 

2  前項の人間社会科学研究科広島大学・グ

ラーツ大学国際連携サステイナビリティ

学専攻及び先進理工系科学研究科広島大

学・ライプツィヒ大学国際連携サステイ

ナビリティ学専攻は，大学院設置基準(昭

和 4 9 年文部省令第 2 8 号)第 3 5 条に規定

する国際連携専攻(以下「国際連携専攻」

という。)とする。 

2  前項の人間社会科学研究科広島大学・グ

ラーツ大学国際連携サステイナビリティ

学専攻は，大学院設置基準(昭和 4 9 年文

部省令第 2 8 号)第 3 5 条に規定する国際

連携専攻(以下「国際連携専攻」とい

う。)とする。 

2  前項の教育人文社会科学研究科広島大

学・グラーツ大学国際連携サステイナビリ

ティ学専攻は，大学院設置基準(昭和 4 9

年文部省令第 2 8 号)第 3 5 条に規定する国

際連携専攻(以下「国際連携専攻」とい

う。)とする。 

(略)  (略 )  (略 )  

(専門職学位課程の標準修業年限)  

第 9 条 人間社会科学研究科教職開発専攻

の標準修業年限は 2 年，人間社会科学研

究科実務法学専攻の標準修業年限は 3 年

とする。 

(専門職学位課程の標準修業年限)  

第 9 条 人間社会科学研究科教職開発専攻

の標準修業年限は 2 年，人間社会科学研

究科実務法学専攻の標準修業年限は 3 年

とする。 

(専門職学位課程の標準修業年限)  

第 9 条 教育人文社会科学研究科教職開発専

攻の標準修業年限は 2 年，教育人文社会科

学研究科実務法学専攻の標準修業年限は 3

年とする。 

(在学年限)  

第 1 0 条 本学大学院における同一研究科等

に在学し得る年限は，修士課程若しくは

博士課程前期又は人間社会科学研究科教

職開発専攻は 4 年( 2 年以外の標準修業年

限を定める研究科等，専攻又は学生の履

修上の区分にあっては，当該標準修業年

限の 2 倍の年数)，博士課程後期及び人間

(在学年限)  

第 1 0 条 本学大学院における同一研究科等

に在学し得る年限は，修士課程若しくは

博士課程前期又は人間社会科学研究科教

職開発専攻は 4 年( 2 年以外の標準修業年

限を定める研究科等，専攻又は学生の履

修上の区分にあっては，当該標準修業年

限の 2 倍の年数)，博士課程後期及び人間

(在学年限)  

第 1 0 条 本学大学院における同一研究科等

に在学し得る年限は，修士課程若しくは博

士課程前期又は教育人文社会科学研究科教

職開発専攻は 4 年( 2 年以外の標準修業年

限を定める研究科等，専攻又は学生の履修

上の区分にあっては，当該標準修業年限の

2 倍の年数)，博士課程後期及び教育人文



社会科学研究科実務法学専攻は 6 年，医

系科学研究科医歯薬学専攻は 8 年とす

る。 

社会科学研究科実務法学専攻は 6 年，医

系科学研究科医歯薬学専攻は 8 年とす

る。 

社会科学研究科実務法学専攻は 6 年，医系

科学研究科医歯薬学専攻は 8 年とする。 

2  前項の規定にかかわらず，人間社会科学

研究科実務法学専攻において，第 4 5 条第

2 項の規定により在学期間を短縮する者の

在学し得る年限は，4 年とする。 

2  前項の規定にかかわらず，人間社会科学

研究科実務法学専攻において，第 4 5 条第

2 項の規定により在学期間を短縮する者の

在学し得る年限は，4 年とする。 

2  前項の規定にかかわらず，教育人文社会

科学研究科実務法学専攻において，第 4 5

条第 2 項の規定により在学期間を短縮する

者の在学し得る年限は，4 年とする。 

(略)  (略 )  (略 )  

(休業日)  

第 1 3 条 学年中の定期休業日は，次のとお

りとする。 

(休業日)  

第 1 3 条 学年中の定期休業日は，次のとお

りとする。 

(休業日)  

第 1 3 条 学年中の定期休業日は，次のとお

りとする。 

( 1 )  日曜日及び土曜日(人間社会科学研

究科人文社会科学専攻マネジメントプ

ログラムにあっては日曜日及び月曜日)  

( 1 )  日曜日及び土曜日(人間社会科学研

究科人文社会科学専攻マネジメントプ

ログラムにあっては日曜日及び月曜日)  

( 1 )  日曜日及び土曜日(教育人文社会科

学研究科人文社会科学専攻経済学・経営

学プログラム経済・マネジメントコース

(ファイナンス分野を除く。)にあって

は日曜日及び月曜日)  

( 2 )  国民の祝日に関する法律(昭和 2 3

年法律第 1 7 8 号 )に規定する休日 

( 2 )  同左 ( 2 )  同左 

 ( 3 )  春季休業 4 月 1 日から 4 月 7 日ま

 で  

 ( 3 )  〃   ( 3 )  〃  

 ( 4 )  夏季休業 8 月 1 1 日から 9 月 3 0

日まで 

 ( 4 )  〃   ( 4 )  〃  

 ( 5 )  冬季休業 1 2 月 2 6 日から翌年 1

月 5 日まで 

 ( 5 )  〃   ( 5 )  〃  

2  学長は，特別の事情があるときは，前項

第 3 号から第 5 号までの休業日を変更す

ることができる。 

2  〃  2  〃  

3  臨時の休業日は，その都度別に定める。 3  〃  3  〃  

4  特別の事情があるときは，前 3 項に定め

る休業日に授業を実施することができ

る。 

4  〃  4  〃  

(略 )  (略 )  (略 )  

(入学出願手続)  (入学出願手続)  (入学出願手続)  



第 1 8 条 本学大学院に入学を志願する者

は，所定の期間内に，検定料 3 0 , 0 0 0 円

を納付の上，別に定める書類(以下「出願

書類」という。)を本学大学院に提出しな

ければならない。 

第 1 8 条 同左 第 1 8 条 同左 

2  人間社会科学研究科実務法学専攻におけ

る第 1 9 条に規定する入学試験において，

出願書類等による選抜(以下「第 1 段階目

の選抜」という。)を行い，その合格者に

限り学力検査その他による選抜(以下「第

2 段階目の選抜」という。)を行う場合の

検定料の額は，前項の規定にかかわら

ず，第 1 段階目の選抜に係る額は 7 , 0 0 0

円とし，第 2 段階目の選抜に係る額は 2

3 , 0 0 0 円とする。 

2  人間社会科学研究科実務法学専攻におけ

る第 1 9 条に規定する入学試験において，

出願書類等による選抜(以下「第 1 段階目

の選抜」という。)を行い，その合格者に

限り学力検査その他による選抜(以下「第

2 段階目の選抜」という。)を行う場合の

検定料の額は，前項の規定にかかわら

ず，第 1 段階目の選抜に係る額は 7 , 0 0 0

円とし，第 2 段階目の選抜に係る額は 2

3 , 0 0 0 円とする。 

2  教育人文社会科学研究科実務法学専攻に

おける第 1 9 条に規定する入学試験におい

て，出願書類等による選抜(以下「第 1 段

階目の選抜」という。)を行い，その合格

者に限り学力検査その他による選抜(以下

「第 2 段階目の選抜」という。)を行う場

合の検定料の額は，前項の規定にかかわら

ず，第 1 段階目の選抜に係る額は 7 , 0 0 0

円とし，第 2 段階目の選抜に係る額は 2 3 ,

0 0 0 円とする。 

3  第 1 項の規定は，第 3 9 条第 1 項の規定

により入学を志願する場合について準用

する。 

3  同左 3  同左 

(検定料の免除)  

第 1 8 条の 2  前条の規定にかかわらず，特

別の事情がある者には，検定料を免除す

ることができる。 

(検定料の免除)  

第 1 8 条の 2  同左 

(検定料の免除)  

第 1 8 条の 2  同左 

2  前条の規定にかかわらず，本学をホーム

大学(学生が入学手続をする大学をいう。

以下同じ。)として人間社会科学研究科広

島大学・グラーツ大学国際連携サステイ

ナビリティ学専攻又は先進理工系科学研

究科広島大学・ライプツィヒ大学国際連

携サステイナビリティ学専攻に入学を志

願する者には，検定料を免除する。 

2  前条の規定にかかわらず，本学をホーム

大学(学生が入学手続をする大学をいう。

以下同じ。)として人間社会科学研究科広

島大学・グラーツ大学国際連携サステイ

ナビリティ学専攻に入学を志願する者に

は，検定料を免除する。 

2  前条の規定にかかわらず，本学をホーム

大学(学生が入学手続をする大学をいう。

以下同じ。)として教育人文社会科学研究

科広島大学・グラーツ大学国際連携サステ

イナビリティ学専攻に入学を志願する者に

は，検定料を免除する。 

3  第 1 項に定めるもののほか，検定料の免

除に関し必要な事項は，別に定める。 

3  同左 3  同左 

(略)  (略 )  (略 )  

(入学料の免除，徴収猶予及び不徴収)  

第 2 2 条 前条の規定にかかわらず，特別の

(入学料の免除，徴収猶予及び不徴収)  

第 2 2 条 同左 

(入学料の免除，徴収猶予及び不徴収)  

第 2 2 条 同左 



事情がある者には，入学料の全額若しく

は半額を免除し，若しくはその徴収を猶

予し，又は入学料を徴収しないこととす

ることができる。 

2  前条の規定にかかわらず，別に定める広

島大学フェニックス奨学制度による奨学

生には，入学料の全額を免除することが

できる。 

2  〃  2  〃  

3  前条の規定にかかわらず，別に定める広

島大学光り輝く奨学制度による奨学生に

は，入学料の全額を免除することができ

る。 

3  〃  3  〃  

4  前条の規定にかかわらず，人間社会科学

研究科広島大学・グラーツ大学国際連携

サステイナビリティ学専攻及び先進理工

系科学研究科広島大学・ライプツィヒ大

学国際連携サステイナビリティ学専攻の

学生のうち，本学をホーム大学とする学

生には，入学料の全額を免除する。 

4  前条の規定にかかわらず，人間社会科学

研究科広島大学・グラーツ大学国際連携

サステイナビリティ学専攻の学生のう

ち，本学をホーム大学とする学生には，

入学料の全額を免除する。 

4  前条の規定にかかわらず，教育人文社会

科学研究科広島大学・グラーツ大学国際連

携サステイナビリティ学専攻の学生のう

ち，本学をホーム大学とする学生には，入

学料の全額を免除する。 

5  前条の規定にかかわらず，統合生命科学

研究科統合生命科学専攻の博士課程後期

の学生のうちベトナムサテライトキャン

パスで修学する学生で成績優秀なものに

は，入学料の全額を免除することができ

る。 

5  同左 5  同左 

6  第 1 項から第 3 項まで及び第 5 項に定め

るもののほか，入学料の免除，徴収猶予

及び不徴収に関し必要な事項は，別に定

める。 

6  〃  6  〃  

(略 )  (略 )  (略 )  

(検定料及び入学料の返還)  

第 2 4 条 既納の検定料及び入学料は，返還

しない。 

(検定料及び入学料の返還)  

第 2 4 条 同左 

(検定料及び入学料の返還)  

第 2 4 条 同左 

2  前項の規定にかかわらず，次の各号のい 2  〃 2  〃  



ずれかに該当するときは，納付した者の

申出により，当該各号に規定する額を返

還する。 

( 1 )  人間社会科学研究科実務法学専攻に

おける第 1 9 条に規定する入学試験にお

いて，第 1 段階目の選抜を行い，第 2

段階目の選抜を行う場合に，検定料を

納付した者が第 1 段階目の選抜で不合

格となったとき 2 3 , 0 0 0 円 

( 1 )  人間社会科学研究科実務法学専攻に

おける第 1 9 条に規定する入学試験にお

いて，第 1 段階目の選抜を行い，第 2

段階目の選抜を行う場合に，検定料を

納付した者が第 1 段階目の選抜で不合

格となったとき 2 3 , 0 0 0 円 

( 1 )  教育人文社会科学研究科実務法学専

攻における第 1 9 条に規定する入学試験

において，第 1 段階目の選抜を行い，第

2 段階目の選抜を行う場合に，検定料を

納付した者が第 1 段階目の選抜で不合格

となったとき 2 3 , 0 0 0 円  

( 2 )  検定料を納付した者が出願書類を提

出しなかったとき その検定料相当額 

( 2 )  同左 ( 2 )  同左 

( 3 )  入学料を納付した者が入学手続書類

を提出しなかったとき その入学料相

当額 

 ( 3 )  〃   ( 3 )  〃  

(略 )  (略 )  (略 )  

(履修科目の登録の上限)  

第 3 1 条 専門職学位課程の学生が各年次に

わたって適切に授業科目を履修するた

め，修了の要件として学生が修得すべき

単位数について，学生が 1 年間又は 1 学

期に履修科目として登録することのでき

る単位数の上限は，人間社会科学研究科

の定めるところによる。 

(履修科目の登録の上限)  

第 3 1 条 専門職学位課程の学生が各年次に

わたって適切に授業科目を履修するた

め，修了の要件として学生が修得すべき

単位数について，学生が 1 年間又は 1 学

期に履修科目として登録することのでき

る単位数の上限は，人間社会科学研究科

の定めるところによる。 

(履修科目の登録の上限)  

第 3 1 条 専門職学位課程の学生が各年次に

わたって適切に授業科目を履修するため，

修了の要件として学生が修得すべき単位数

について，学生が 1 年間又は 1 学期に履

修科目として登録することのできる単位数

の上限は，教育人文社会科学研究科の定め

るところによる。 

(略)  (略 )  (略 )  

(学生交流及び留学等)  

第 3 5 条 研究科等が教育上有益と認めると

きは，他の大学院(外国の大学院及び国際

連合大学を含む。)の教育課程において履

修した授業科目について修得した単位

を，当該研究科等の教授会の議を経て，1

5 単位(人間社会科学研究科教職開発専攻

にあっては修了要件として定める単位数

の 2 分の 1 を超えない範囲とする。人間

社会科学研究科実務法学専攻にあっては 3

0 単位とする。ただし，9 3 単位を超える

(学生交流及び留学等)  

第 3 5 条 研究科等が教育上有益と認めると

きは，他の大学院(外国の大学院及び国際

連合大学を含む。)の教育課程において履

修した授業科目について修得した単位

を，当該研究科等の教授会の議を経て，1

5 単位(人間社会科学研究科教職開発専攻

にあっては修了要件として定める単位数

の 2 分の 1 を超えない範囲とする。人間

社会科学研究科実務法学専攻にあっては 3

0 単位とする。ただし，9 3 単位を超える

(学生交流及び留学等)  

第 3 5 条 研究科等が教育上有益と認めると

きは，他の大学院(外国の大学院及び国際

連合大学を含む。)の教育課程において履

修した授業科目について修得した単位を，

当該研究科等の教授会の議を経て，1 5 単

位(教育人文社会科学研究科教職開発専攻

にあっては修了要件として定める単位数の

2 分の 1 を超えない範囲とする。教育人文

社会科学研究科実務法学専攻にあっては 3

0 単位とする。ただし，9 3 単位を超える



単位の修得を人間社会科学研究科実務法

学専攻の修了の要件とする場合は，その

超える部分の単位数に限り 3 0 単位を超え

て修得したものとみなすことができる。)

を超えない範囲で本学大学院における授

業科目の履修により修得したものとみな

すことができる。 

単位の修得を人間社会科学研究科実務法

学専攻の修了の要件とする場合は，その

超える部分の単位数に限り 3 0 単位を超え

て修得したものとみなすことができる。)

を超えない範囲で本学大学院における授

業科目の履修により修得したものとみな

すことができる。 

単位の修得を教育人文社会科学研究科実務

法学専攻の修了の要件とする場合は，その

超える部分の単位数に限り 3 0 単位を超え

て修得したものとみなすことができる。)

を超えない範囲で本学大学院における授業

科目の履修により修得したものとみなすこ

とができる。 

2  前項の規定は，学生(人間社会科学研究

科教職開発専攻の学生を除く。)が，外国

の大学院が行う通信教育における授業科

目を我が国において履修する場合につい

て準用する。 

2  前項の規定は，学生(人間社会科学研究

科教職開発専攻の学生を除く。)が，外国

の大学院が行う通信教育における授業科

目を我が国において履修する場合につい

て準用する。 

2  前項の規定は，学生(教育人文社会科学

研究科教職開発専攻の学生を除く。)が，

外国の大学院が行う通信教育における授業

科目を我が国において履修する場合につい

て準用する。 

3  前 2 項の規定により修得したものとみな

すことができる単位数は，合わせて 1 5 単

位(人間社会科学研究科教職開発専攻にあ

っては，修了要件として定める単位数の 2

分の 1 を超えない範囲とする。人間社会

科学研究科実務法学専攻にあっては，3 0

単位(第 1 項ただし書の規定により 3 0 単

位を超えて修得したものとみなす単位数

を除く。)とする。)を超えないものとす

る。 

3  前 2 項の規定により修得したものとみな

すことができる単位数は，合わせて 1 5 単

位(人間社会科学研究科教職開発専攻にあ

っては，修了要件として定める単位数の 2

分の 1 を超えない範囲とする。人間社会

科学研究科実務法学専攻にあっては，3 0

単位(第 1 項ただし書の規定により 3 0 単

位を超えて修得したものとみなす単位数

を除く。)とする。)を超えないものとす

る。 

3  前 2 項の規定により修得したものとみな

すことができる単位数は，合わせて 1 5 単

位(教育人文社会科学研究科教職開発専攻

にあっては，修了要件として定める単位数

の 2 分の 1 を超えない範囲とする。教育

人文社会科学研究科実務法学専攻にあって

は，3 0 単位(第 1 項ただし書の規定により

3 0 単位を超えて修得したものとみなす単

位数を除く。)とする。)を超えないもの

とする。 

4  学生交流及び留学に関し必要な事項は，

別に定める。 

4  同左 4  同左 

(入学前の既修得単位の認定)  

第 3 6 条 研究科等が教育上有益と認めると

きは，本学大学院に入学する前に大学院

(外国の大学院及び国際連合大学を含

む。)の教育課程において履修した授業科

目について修得した単位(科目等履修生と

して修得した単位を含む。)を，本学大学

院における授業科目の履修により修得し

たものとみなすことができる。 

(入学前の既修得単位の認定)  

第 3 6 条 同左 

(入学前の既修得単位の認定)  

第 3 6 条 同左 

2  前項の規定により修得したものとみなす

ことができる単位数は，転学の場合を除

2  前項の規定により修得したものとみなす

ことができる単位数は，転学の場合を除

2  前項の規定により修得したものとみなす

ことができる単位数は，転学の場合を除



き，本学大学院において修得した単位(科

目等履修生として修得した単位を含む。)

以外のものについては，1 5 単位(人間社

会科学研究科教職開発専攻にあっては，

前条第 1 項及び第 4 4 条の 2 第 2 項の規

定により修得したものとみなすことがで

きる単位数と合わせて修了要件として定

める単位数の 2 分の 1 を超えない範囲と

する。人間社会科学研究科実務法学専攻

にあっては，前条第 1 項及び第 2 項の規

定により修得したものとみなすことがで

きる単位数と合わせて 3 0 単位(前条第 1

項ただし書の規定により 3 0 単位を超えて

修得したものとみなす単位数を除く。)と

する(ただし，認定連携法曹基礎課程(人

間社会科学研究科実務法学専攻以外の法

科大学院のみと認定法曹養成連携協定を

締結している大学の課程を含む。第 4 5 条

第 4 項において同じ。)を修了して人間社

会科学研究科実務法学専攻に入学した者

又はこれらの者と同等の学識を有すると

人間社会科学研究科が認める者がその入

学前に人間社会科学研究科実務法学専攻

以外の認定連携法科大学院において履修

した授業科目について修得した単位につ

いては，前条第 1 項及び第 2 項の規定に

より修得したものとみなすことができる

単位数と合わせて 4 6 単位(前条第 1 項た

だし書の規定により 3 0 単位を超えて修得

したものとみなす単位数を除く。)とす

る。)。)を超えないものとする。 

き，本学大学院において修得した単位(科

目等履修生として修得した単位を含む。)

以外のものについては，1 5 単位(人間社

会科学研究科教職開発専攻にあっては，

前条第 1 項及び第 4 4 条の 2 第 2 項の規

定により修得したものとみなすことがで

きる単位数と合わせて修了要件として定

める単位数の 2 分の 1 を超えない範囲と

する。人間社会科学研究科実務法学専攻

にあっては，前条第 1 項及び第 2 項の規

定により修得したものとみなすことがで

きる単位数と合わせて 3 0 単位(前条第 1

項ただし書の規定により 3 0 単位を超えて

修得したものとみなす単位数を除く。)と

する(ただし，認定連携法曹基礎課程(人

間社会科学研究科実務法学専攻以外の法

科大学院のみと認定法曹養成連携協定を

締結している大学の課程を含む。第 4 5 条

第 4 項において同じ。)を修了して人間社

会科学研究科実務法学専攻に入学した者

又はこれらの者と同等の学識を有すると

人間社会科学研究科が認める者がその入

学前に人間社会科学研究科実務法学専攻

以外の認定連携法科大学院において履修

した授業科目について修得した単位につ

いては，前条第 1 項及び第 2 項の規定に

より修得したものとみなすことができる

単位数と合わせて 4 6 単位(前条第 1 項た

だし書の規定により 3 0 単位を超えて修得

したものとみなす単位数を除く。)とす

る。)。)を超えないものとする。 

き，本学大学院において修得した単位(科

目等履修生として修得した単位を含む。)

以外のものについては，1 5 単位(教育人文

社会科学研究科教職開発専攻にあっては，

前条第 1 項及び第 4 4 条の 2 第 2 項の規定

により修得したものとみなすことができる

単位数と合わせて修了要件として定める単

位数の 2 分の 1 を超えない範囲とする。

教育人文社会科学研究科実務法学専攻にあ

っては，前条第 1 項及び第 2 項の規定に

より修得したものとみなすことができる単

位数と合わせて 3 0 単位(前条第 1 項ただ

し書の規定により 3 0 単位を超えて修得し

たものとみなす単位数を除く。)とする

(ただし，認定連携法曹基礎課程(教育人

文社会科学研究科実務法学専攻以外の法科

大学院のみと認定法曹養成連携協定を締結

している大学の課程を含む。第 4 5 条第 4

項において同じ。)を修了して教育人文社

会科学研究科実務法学専攻に入学した者又

はこれらの者と同等の学識を有すると教育

人文社会科学研究科が認める者がその入学

前に教育人文社会科学研究科実務法学専攻

以外の認定連携法科大学院において履修し

た授業科目について修得した単位について

は，前条第 1 項及び第 2 項の規定により

修得したものとみなすことができる単位数

と合わせて 4 6 単位(前条第 1 項ただし書

の規定により 3 0 単位を超えて修得したも

のとみなす単位数を除く。)とする。)。)

を超えないものとする。 

3  前条及び前項の規定に基づき本学大学院

(人間社会科学研究科の教職開発専攻及び

実務法学専攻を除く。)において修得した

ものとみなすことができる単位数は，合

わせて 2 0 単位を超えないものとする。 

3  前条及び前項の規定に基づき本学大学院

(人間社会科学研究科の教職開発専攻及び

実務法学専攻を除く。)において修得した

ものとみなすことができる単位数は，合

わせて 2 0 単位を超えないものとする。 

3  前条及び前項の規定に基づき本学大学院

(教育人文社会科学研究科の教職開発専攻

及び実務法学専攻を除く。)において修得

したものとみなすことができる単位数は，

合わせて 2 0 単位を超えないものとする。 



4  前 3 項の規定による既修得単位の認定に

関し必要な事項は，別に定める。 

4  同左 4  同左 

(略)  (略 )  (略 )  

 (除籍)   (除籍)   (除籍)  

第 4 2 条 除籍については，通則第 4 3 条の

規定を準用する。 

第 4 2 条 同左 第 4 2 条 同左 

2  人間社会科学研究科実務法学専攻に在学

する学生が 2 年以内に進級を認められな

かったとき(カリキュラム上の 3 年次にあ

っては，2 年以内に修了できなかったと

き)は，学長は，当該研究科の教授会の議

を経てこれを除籍する。 

2  人間社会科学研究科実務法学専攻に在学

する学生が 2 年以内に進級を認められな

かったとき(カリキュラム上の 3 年次にあ

っては，2 年以内に修了できなかったと

き)は，学長は，当該研究科の教授会の議

を経てこれを除籍する。 

2  教育人文社会科学研究科実務法学専攻に

在学する学生が 2 年以内に進級を認められ

なかったとき(カリキュラム上の 3 年次に

あっては，2 年以内に修了できなかったと

き)は，学長は，当該研究科の教授会の議

を経てこれを除籍する。 

(略)  (略 )  (略 )  

第 4 4 条の 2  人間社会科学研究科教職開発

専攻の修了の要件は，2 年以上在学し，か

つ，4 5 単位以上(高度の専門的な能力及

び優れた資質を有する教員に係る実践的

な能力を培うことを目的として小学校等

(専門職大学院設置基準(平成 1 5 年 3 月 3

1 日文部科学省令第 1 6 号)第 2 6 条第 1 項

に規定する小学校等をいう。以下同じ。)

その他の関係機関で行う実習に係る 1 0 単

位以上を含む。)で人間社会科学研究科が

定める単位以上を修得することとする。 

第 4 4 条の 2  人間社会科学研究科教職開発

専攻の修了の要件は，2 年以上在学し，か

つ，4 5 単位以上(高度の専門的な能力及

び優れた資質を有する教員に係る実践的

な能力を培うことを目的として小学校等

(専門職大学院設置基準(平成 1 5 年 3 月 3

1 日文部科学省令第 1 6 号)第 2 6 条第 1 項

に規定する小学校等をいう。以下同じ。)

その他の関係機関で行う実習に係る 1 0 単

位以上を含む。)で人間社会科学研究科が

定める単位以上を修得することとする。 

第 4 4 条の 2  教育人文社会科学研究科教職

開発専攻の修了の要件は，2 年以上在学

し，かつ，4 5 単位以上(高度の専門的な能

力及び優れた資質を有する教員に係る実践

的な能力を培うことを目的として小学校等

(専門職大学院設置基準(平成 1 5 年 3 月 3

1 日文部科学省令第 1 6 号)第 2 6 条第 1 項

に規定する小学校等をいう。以下同じ。)

その他の関係機関で行う実習に係る 1 0 単

位以上を含む。)で教育人文社会科学研究

科が定める単位以上を修得することとす

る。 

2  人間社会科学研究科が教育上有益と認め

るときは，当該専攻に入学する前の小学

校等の教員としての実務の経験を有する

者について，1 0 単位を超えない範囲で，

前項に規定する実習により修得する単位

の全部又は一部を免除することができ

る。 

2  人間社会科学研究科が教育上有益と認め

るときは，当該専攻に入学する前の小学

校等の教員としての実務の経験を有する

者について，1 0 単位を超えない範囲で，

前項に規定する実習により修得する単位

の全部又は一部を免除することができ

る。 

2  教育人文社会科学研究科が教育上有益と

認めるときは，当該専攻に入学する前の小

学校等の教員としての実務の経験を有する

者について，1 0 単位を超えない範囲で，

前項に規定する実習により修得する単位の

全部又は一部を免除することができる。 

3  第 1 項の規定にかかわらず第 3 6 条第 1

項の規定により当該専攻に入学する前に

3  第 1 項の規定にかかわらず第 3 6 条第 1

項の規定により当該専攻に入学する前に

3  第 1 項の規定にかかわらず第 3 6 条第 1

項の規定により当該専攻に入学する前に修



修得した単位を当該専攻において修得し

たものとみなす場合であって，当該単位

の修得により教育課程の一部を修得した

と認めるときは，当該単位数，その修得

に要した期間その他を勘案して 1 年を超

えない範囲で人間社会科学研究科が定め

る期間在学したものとみなすことができ

る。ただし，この場合においても，当該

専攻に 1 年以上在学するものとする。 

修得した単位を当該専攻において修得し

たものとみなす場合であって，当該単位

の修得により教育課程の一部を修得した

と認めるときは，当該単位数，その修得

に要した期間その他を勘案して 1 年を超

えない範囲で人間社会科学研究科が定め

る期間在学したものとみなすことができ

る。ただし，この場合においても，当該

専攻に 1 年以上在学するものとする。 

得した単位を当該専攻において修得したも

のとみなす場合であって，当該単位の修得

により教育課程の一部を修得したと認める

ときは，当該単位数，その修得に要した期

間その他を勘案して 1 年を超えない範囲で

教育人文社会科学研究科が定める期間在学

したものとみなすことができる。ただし，

この場合においても，当該専攻に 1 年以上

在学するものとする。 

第 4 5 条 人間社会科学研究科実務法学専攻

の修了の要件は，3 年以上在学し，かつ，

9 3 単位以上で人間社会科学研究科が定め

る単位以上を修得することとする。ただ

し，在学期間に関しては，入学前の既修

得単位(法第 1 0 2 条第 1 項の規定により

入学資格を有した後，修得したものに限

る。)について認定された者については 1

年を超えない範囲で当該単位の数に相当

する期間在学期間を短縮することができ

るものとする。 

第 4 5 条 人間社会科学研究科実務法学専攻

の修了の要件は，3 年以上在学し，かつ，

9 3 単位以上で人間社会科学研究科が定め

る単位以上を修得することとする。ただ

し，在学期間に関しては，入学前の既修

得単位(法第 1 0 2 条第 1 項の規定により

入学資格を有した後，修得したものに限

る。)について認定された者については 1

年を超えない範囲で当該単位の数に相当

する期間在学期間を短縮することができ

るものとする。 

第 4 5 条 教育人文社会科学研究科実務法学

専攻の修了の要件は，3 年以上在学し，か

つ，9 3 単位以上で教育人文社会科学研究

科が定める単位以上を修得することとす

る。ただし，在学期間に関しては，入学前

の既修得単位(法第 1 0 2 条第 1 項の規定に

より入学資格を有した後，修得したものに

限る。)について認定された者については

1 年を超えない範囲で当該単位の数に相当

する期間在学期間を短縮することができる

ものとする。 

2  前項の規定にかかわらず人間社会科学研

究科実務法学専攻において必要とされる

法律学の基礎的な学識を有すると認めら

れる者(以下「法学既修者」という。)に

ついては，3 0 単位を超えない範囲の単位

を修得したものとみなし，1 年を超えない

範囲で当該単位の数に相当する期間在学

期間を短縮することができるものとす

る。ただし，9 3 単位を超える単位の修得

を修了の要件とする場合は，その超える

部分の単位数に限り 3 0 単位を超えて修得

したものとみなすことができる。 

2  前項の規定にかかわらず人間社会科学研

究科実務法学専攻において必要とされる

法律学の基礎的な学識を有すると認めら

れる者(以下「法学既修者」という。)に

ついては，3 0 単位を超えない範囲の単位

を修得したものとみなし，1 年を超えない

範囲で当該単位の数に相当する期間在学

期間を短縮することができるものとす

る。ただし，9 3 単位を超える単位の修得

を修了の要件とする場合は，その超える

部分の単位数に限り 3 0 単位を超えて修得

したものとみなすことができる。 

2  前項の規定にかかわらず教育人文社会科

学研究科実務法学専攻において必要とされ

る法律学の基礎的な学識を有すると認めら

れる者(以下「法学既修者」という。)に

ついては，3 0 単位を超えない範囲の単位

を修得したものとみなし，1 年を超えない

範囲で当該単位の数に相当する期間在学期

間を短縮することができるものとする。た

だし，9 3 単位を超える単位の修得を修了

の要件とする場合は，その超える部分の単

位数に限り 3 0 単位を超えて修得したもの

とみなすことができる。 

3  前項の規定により法学既修者について修

得したものとみなすことができる単位数

(前項ただし書の規定により 3 0 単位を超

えて修得したものとみなす単位を除く。)

3  同左 3  同左 



は，第 3 5 条第 1 項及び第 2 項並びに第 3

6 条第 1 項の規定により修得したものと

みなすことができる単位数と合わせて 3 0

単位(第 3 5 条第 1 項ただし書の規定によ

り 3 0 単位を超えて修得したものとみなす

単位数を除く。)を超えないものとする。 

4  認定連携法曹基礎課程を修了して人間社

会科学研究科実務法学専攻に入学した者

又はこれらの者と同等の学識を有すると

人間社会科学研究科が認める者に関する

第 2 項及び前項の規定の適用について

は，第 2 項中「3 0 単位」とあるのは「4 6

単位」と，前項中「前項ただし書の規定

により 3 0 単位」とあるのは「前項ただし

書の規定により 4 6 単位」と，「合わせて

3 0 単位」とあるのは「合わせて 4 6 単

位」とする。 

4  認定連携法曹基礎課程を修了して人間社

会科学研究科実務法学専攻に入学した者

又はこれらの者と同等の学識を有すると

人間社会科学研究科が認める者に関する

第 2 項及び前項の規定の適用について

は，第 2 項中「3 0 単位」とあるのは「4 6

単位」と，前項中「前項ただし書の規定

により 3 0 単位」とあるのは「前項ただし

書の規定により 4 6 単位」と，「合わせて

3 0 単位」とあるのは「合わせて 4 6 単

位」とする。 

4  認定連携法曹基礎課程を修了して教育人

文社会科学研究科実務法学専攻に入学した

者又はこれらの者と同等の学識を有すると

教育人文社会科学研究科が認める者に関す

る第 2 項及び前項の規定の適用について

は，第 2 項中「3 0 単位」とあるのは「4 6

単位」と，前項中「前項ただし書の規定に

より 3 0 単位」とあるのは「前項ただし書

の規定により 4 6 単位」と，「合わせて 3 0

単位」とあるのは「合わせて 4 6 単位」と

する。 

(略)  (略 )  (略 )  

第 7 章 授業料 第 7 章 授業料 第 7 章 授業料 

(授業料)  

第 4 9 条 授業料の年額は，5 3 5 , 8 0 0 円 (人

間社会科学研究科実務法学専攻にあって

は 8 0 4 , 0 0 0 円 )とする。ただし，第 3 2 条

により長期履修を認められた者について

は，長期履修を認められた時点における

残りの標準修業年限に相当する年数に授

業料の年額を乗じて得た額を当該長期履

修の期間の年数で除した額(その額に 1 0

円未満の端数があるときは，これを切り

上げた額)とする。 

(授業料)  

第 4 9 条 授業料の年額は，5 3 5 , 8 0 0 円 (人

間社会科学研究科実務法学専攻にあって

は 8 0 4 , 0 0 0 円 )とする。ただし，第 3 2 条

により長期履修を認められた者について

は，長期履修を認められた時点における

残りの標準修業年限に相当する年数に授

業料の年額を乗じて得た額を当該長期履

修の期間の年数で除した額(その額に 1 0

円未満の端数があるときは，これを切り

上げた額)とする。 

(授業料)  

第 4 9 条 授業料の年額は，5 3 5 , 8 0 0 円 (教

育人文社会科学研究科実務法学専攻にあっ

ては 8 0 4 , 0 0 0 円 )とする。ただし，第 3 2

条により長期履修を認められた者について

は，長期履修を認められた時点における残

りの標準修業年限に相当する年数に授業料

の年額を乗じて得た額を当該長期履修の期

間の年数で除した額(その額に 1 0 円未満

の端数があるときは，これを切り上げた

額)とする。 

2  成績優秀学生に対しては，後期分の授業

料の全額を免除することができる。 

2  同左 2  同左 

3  授業料を納付した者が成績優秀学生とし

て授業料免除対象者となったときは，納

付した者の申出により，後期分の授業料

3  〃 3  〃  



に相当する額を返還する。 

4  第 2 項に定めるもののほか，別に定める

広島大学入学前奨学制度による奨学生に

対しては，授業料の全額を免除すること

ができる。 

4  〃  4  〃  

5  第 2 項及び前項に定めるもののほか，人

間社会科学研究科広島大学・グラーツ大

学国際連携サステイナビリティ学専攻及

び先進理工系科学研究科広島大学・ライ

プツィヒ大学国際連携サステイナビリテ

ィ学専攻の学生のうち本学をホーム大学

とする学生で成績優秀なものに対して

は，各期の授業料の全額を免除すること

ができる。 

5  第 2 項及び前項に定めるもののほか，人

間社会科学研究科広島大学・グラーツ大

学国際連携サステイナビリティ学専攻の

学生のうち本学をホーム大学とする学生

で成績優秀なものに対しては，各期の授

業料の全額を免除することができる。 

5  第 2 項及び前項に定めるもののほか，教

育人文社会科学研究科広島大学・グラーツ

大学国際連携サステイナビリティ学専攻の

学生のうち本学をホーム大学とする学生で

成績優秀なものに対しては，各期の授業料

の全額を免除することができる。 

6  第 2 項及び前 2 項に定めるもののほか，

統合生命科学研究科統合生命科学専攻の

博士課程後期の学生のうちベトナムサテ

ライトキャンパスで修学する学生で成績

優秀なものに対しては，各期の授業料の

全額を免除することができる。 

6  同左 6  同左 

7  前各項に定めるもののほか，授業料の納

付手続等については，通則第 4 7 条第 2 項

から第 5 1 条までの規定を準用する。 

7  〃  7  〃  

(略 )  (略 )  (略 )  

(法務研修生)  

第 5 4 条の 3  人間社会科学研究科実務法学

専攻を修了した者で，修了後引き続き人

間社会科学研究科実務法学専攻において

自己学習をすることを志願するものがあ

るときは，教育研究に支障のない場合に

限り，法務研修生として受け入れること

ができる。 

(法務研修生)  

第 5 4 条の 3  人間社会科学研究科実務法学

専攻を修了した者で，修了後引き続き人

間社会科学研究科実務法学専攻において

自己学習をすることを志願するものがあ

るときは，教育研究に支障のない場合に

限り，法務研修生として受け入れること

ができる。 

(法務研修生)  

第 5 4 条の 3  教育人文社会科学研究科実務

法学専攻を修了した者で，修了後引き続き

教育人文社会科学研究科実務法学専攻にお

いて自己学習をすることを志願するものが

あるときは，教育研究に支障のない場合に

限り，法務研修生として受け入れることが

できる。 

2  法務研修生に関し必要な事項は，人間社

会科学研究科が定める。 

2  法務研修生に関し必要な事項は，人間社

会科学研究科が定める。 

2  法務研修生に関し必要な事項は，教育人

文社会科学研究科が定める。 



(略 )  (略 )  (略 )  

第 1 0 章 教員組織 第 1 0 章 教員組織 第 1 0 章 教員組織 

(教員組織)  

第 5 5 条 研究科等における授業は，教授又

は准教授が担当する。ただし，必要があ

るときは，講師又は助教に担当又は分担

させることがある。 

(教員組織)  

第 5 5 条 同左 

(教員組織)  

第 5 5 条 同左 

2  研究科等における研究指導は，教授が担

当する。ただし，必要があるときは，准

教授，講師又は助教に担当又は分担させ

ることがある。 

2  〃  2  〃  

3  第 1 項の規定にかかわらず，人間社会科

学研究科実務法学専攻における授業は，

教授が担当する。ただし，必要があると

きは，准教授，講師又は助教に担当又は

分担させることがある。 

3  第 1 項の規定にかかわらず，人間社会科

学研究科実務法学専攻における授業は，

教授が担当する。ただし，必要があると

きは，准教授，講師又は助教に担当又は

分担させることがある。 

3  第 1 項の規定にかかわらず，教育人文社

会科学研究科実務法学専攻における授業

は，教授が担当する。ただし，必要がある

ときは，准教授，講師又は助教に担当又は

分担させることがある。 

(略)  (略 )  (略 )  

 

別表(第 5 条関係)  

 

別表(第 5 条関係)  

 

別表(第 5 条関係)  

収容定員 収容定員 収容定員 

研究

科等

名 

専攻

名 

修士課程，博

士課程前期又

は専門職学位

課程 

博士課程又は

博士課程後期 

入学定

員 

収容定

員 

入学定

員 

収容定

員 

人間

社会

科学

研究

科 

人文

社会

科学

専攻 

2 5 7  

【 1 5】  

5 1 4  

【 3 0】  

8 5  

【 3】 

2 5 5  

【 9】 

教育

科学

専攻 

1 6 3  3 2 6  5 0  1 5 0  

研究

科等

名 

専攻

名 

修士課程，博

士課程前期又

は専門職学位

課程 

博士課程又は

博士課程後期 

入学定

員 

収容定

員 

入学定

員 

収容定

員 

人間

社会

科学

研究

科 

人文

社会

科学

専攻 

2 5 7  

【 1 5】  

5 1 4  

【 3 0】  

8 5  

【 3】 

2 5 5  

【 9】 

教育

科学

専攻 

1 6 3  3 2 6  5 0  1 5 0  

研究

科等

名 

専攻

名 

修士課程，博

士課程前期又

は専門職学位

課程 

博士課程又は博

士課程後期 

入学定

員 

収容定

員 

入学定

員 

収容定

員 

教育

人文

社会

科学

研究

科 

人文

社会

科学

専攻 

2 5 7  

【 1 5】  

5 1 4  

【 3 0】  

7 7  

【 3】 

2 3 1  

【 9】 

教育

科学

専攻 

1 6 3  3 2 6  5 8  1 7 4  



教職

開発

専攻 

3 0  6 0  －  － 

実務

法学

専攻 

2 0  6 0  －  － 

広島

大

学・

グラ

ーツ

大学

国際

連携

サス

テイ

ナビ

リテ

ィ学

専攻 

2  4  －  － 

計 
4 7 2  

【 1 5】  

9 6 4  

【 3 0】  

1 3 5  

【 3】 

4 0 5  

【 9】 

先進

理工

系科

学研

究科 

先進

理工

系科

学専

攻 

4 8 3  

【 1 3】  

9 6 6  

【 2 6】  

1 2 8  

【 7】 

3 8 4  

【 2 1】  

広島

大

学・

ライ

プツ

ィヒ

大学

国際

2  4  －  － 

教職

開発

専攻 

3 0  6 0  －  － 

実務

法学

専攻 

2 0  6 0  －  － 

広島

大

学・

グラ

ーツ

大学

国際

連携

サス

テイ

ナビ

リテ

ィ学

専攻 

2  4  －  － 

計 
4 7 2  

【 1 5】  

9 6 4  

【 3 0】  

1 3 5  

【 3】 

4 0 5  

【 9】 

先進

理工

系科

学研

究科 

先進

理工

系科

学専

攻 

4 8 3  

【 1 3】  

9 6 6  

【 2 6】  

1 2 8  

【 7】 

3 8 4  

【 2 1】  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

教職

開発

専攻 

3 0  6 0  －  － 

実務

法学

専攻 

2 0  6 0  －  － 

広島

大

学・

グラ

ーツ

大学

国際

連携

サス

テイ

ナビ

リテ

ィ学

専攻 

2  4  －  － 

計 
4 7 2  

【 1 5】  

9 6 4  

【 3 0】  

1 3 5  

【 3】 

4 0 5  

【 9】 

先進

理工

系科

学研

究科 

先進

理工

系科

学専

攻 

5 5 3  

【 1 3】  

1 , 1 0 6  

【 2 6】  

1 2 8  

【 7】 

3 8 4  

【 2 1】  

 

 

 

 

 

 

 

 

    



連携

サス

テイ

ナビ

リテ

ィ学

専攻 

計 
4 8 5  

【 1 3】  

9 7 0  

【 2 6】  

1 2 8  

【 7】 

3 8 4  

【 2 1】  

統合

生命

科学

研究

科 

統合

生命

科学

専攻 

1 7 0  

【 6】 

 3 4 0  

【 1 2】  

7 0  

【 6】 

2 1 0  

【 1 8】  

計 
1 7 0  

【 6】 

3 4 0  

【 1 2】  

7 0  

【 6】 

2 1 0  

【 1 8】  

医系

科学

研究

科 

医歯

薬学

専攻 

― ― 9 7  3 8 8  

総合

健康

科学

専攻 

7 6  

【 2】 

1 5 2  

【 4】 

2 5  

【 1】 

7 5  

【 3】 

計 
7 6  

【 2】 

1 5 2  

【 4】 

1 2 2  

【 1】 

4 6 3  

【 3】 

スマ

ート

ソサ

イエ

ティ

実践

科学

研究

院 

― 

( 3 6 )  ( 7 2 )  ( 1 7 )  ( 5 1 )  

総計 1 , 2 0 3  2 , 4 2 6  4 5 5  1 , 4 6 2  

 

 

 

 

 

 

 

計  
4 8 3  

【 1 3】  

9 6 6  

【 2 6】  

1 2 8  

【 7】 

3 8 4  

【 2 1】  

統合

生命

科学

研究

科 

統合

生命

科学

専攻 

1 7 0  

【 6】 

 3 4 0  

【 1 2】  

7 0  

【 6】 

2 1 0  

【 1 8】  

計 
1 7 0  

【 6】 

3 4 0  

【 1 2】  

7 0  

【 6】 

2 1 0  

【 1 8】  

医系

科学

研究

科 

医歯

薬学

専攻 

― ― 9 7  3 8 8  

総合

健康

科学

専攻 

7 6  

【 2】 

1 5 2  

【 4】 

2 5  

【 1】 

7 5  

【 3】 

計 
7 6  

【 2】 

1 5 2  

【 4】 

1 2 2  

【 1】 

4 6 3  

【 3】 

スマ

ート

ソサ

イエ

ティ

実践

科学

研究

院 

― 

( 3 6 )  ( 7 2 )  ( 1 7 )  ( 5 1 )  

総計 1 , 2 0 1  2 , 4 2 2  4 5 5  1 , 4 6 2  

 

 

 

 

 

 

 

計  
5 5 3  

【 1 3】  

1 , 1 0 6  

【 2 6】  

1 2 8  

【 7】 

3 8 4  

【 2 1】  

統合

生命

科学

研究

科 

統合

生命

科学

専攻 

1 7 0  

【 6】 

 3 4 0  

【 1 2】  

7 0  

【 6】 

2 1 0  

【 1 8】  

計 
1 7 0  

【 6】 

3 4 0  

【 1 2】  

7 0  

【 6】 

2 1 0  

【 1 8】  

医系

科学

研究

科 

医歯

薬学

専攻 

― ― 9 7  3 8 8  

総合

健康

科学

専攻 

7 6  

【 2】 

1 5 2  

【 4】 

2 5  

【 1】 

7 5  

【 3】 

計 
7 6  

【 2】 

1 5 2  

【 4】 

1 2 2  

【 1】 

4 6 3  

【 3】 

スマ

ート

ソサ

イエ

ティ

実践

科学

研究

院 

― 

( 3 6 )  ( 7 2 )  ( 1 7 )  ( 5 1 )  

総計 1 , 2 7 1  2 , 5 6 2  4 5 5  1 , 4 6 2  



(※ )  スマートソサイエティ実践科学研

究院の入学定員及び収容定員は，人間社会

科学研究科人文社会科学専攻，先進理工系

科学研究科先進理工系科学専攻，統合生命

科学研究科統合生命科学専攻及び医系科学

研究科総合健康科学専攻の入学定員及び収

容定員の内数とする。当該内数は隅付き括

弧で示す。 
 

(※ )  スマートソサイエティ実践科学研

究院の入学定員及び収容定員は，人間社会

科学研究科人文社会科学専攻，先進理工系

科学研究科先進理工系科学専攻，統合生命

科学研究科統合生命科学専攻及び医系科学

研究科総合健康科学専攻の入学定員及び収

容定員の内数とする。当該内数は隅付き括

弧で示す。 
 

(※ )  スマートソサイエティ実践科学研究

院の入学定員及び収容定員は，教育人文社

会科学研究科人文社会科学専攻，先進理工

系科学研究科先進理工系科学専攻，統合生

命科学研究科統合生命科学専攻及び医系科

学研究科総合健康科学専攻の入学定員及び

収容定員の内数とする。当該内数は隅付き

括弧で示す。 
 

    附  則   

 1  この規則は，令和 8 年 1 0 月 1 日から施

行する。 

2  この規則による改正前の広島大学大学院

規則第 4 条に規定する先進理工系科学研

究科広島大学・ライプツィヒ大学国際連

携サステイナビリティ学専攻は，この規

則による改正後の広島大学大学院規則(以

下「新規則」という。)第 4 条及び別表の

規定にかかわらず，令和 8 年 9 月 3 0 日に

当該専攻に在学する者が当該専攻に在学

しなくなる日までの間，存続するものと

する。 

3  先進理工系科学研究科の広島大学・ライ

プツィヒ大学国際連携サステイナビリテ

ィ学専攻及び研究科の収容定員並びに全

研究科の収容定員は，新規則別表の規定

にかかわらず，令和 8 年度にあっては，

次の表のとおりとする。 

 

 研究科

等名 

専攻名 修士課程，博

士課程前期又

は専門職学位

課程 

収容定員 

令和 8 年度 

先進理

工系科

広島大学・ライプ

ツィヒ大学国際連
2  

 



学研究

科  

携サステイナビリ

ティ学専攻 

計 9 6 8  

総計 2 , 4 2 4  
 

     附  則  

1  この規則は，令和 9 年 4 月 1 日から施行

する。 

2  教育人文社会科学研究科の人文社会科学

専攻博士課程後期及び教育科学専攻博士課

程後期の収容定員，先進理工系科学研究科

の先進理工系科学専攻博士課程前期及び研

究科の収容定員並びに全研究科の収容定員

は，この規則による改正後の広島大学大学

院規則別表の規定にかかわらず，令和 9 年

度及び令和 1 0 年度にあっては，次の表の

とおりとする。 

  研究

科等

名 

専攻

名 

修士課程，

博士課程前

期又は専門

職学位課程 

博士課程又は博士

課程後期 

収容定員 収容定員 

令和 9 年度 
令和 9 年

度 

令和 1 0

年度 

教育

人文

社会

科学

研究

科 

人文

社会

科学

専攻 

 
2 4 7  

【 9】 

2 3 9  

【 9】 

教育

科学

専攻 

 1 5 8  1 6 6  

先進

理工

系科

学研

先進

理工

系科

学専

1 , 0 3 6  

【 2 6】  
  



究科 攻 

計 
1 , 0 3 6  

【 2 6】  
  

総計 2 , 4 9 2    
 

  



（７）広島大学学位規則(改正案) 

 

(平成 16年 4月 1日規則第 8号) 

広島大学学位規則 

目次 

第 1章 総則(第 1条) 

第 2章 学位授与の要件及び専攻分野(第 2条・第 3条) 

第 3章 博士の学位授与の申請及び学位論文の審査方法等(第 4条－第 10条) 

第 4章 博士の学位授与等(第 11条－第 14条) 

第 5章 雑則(第 15条－第 17条) 

附則 

 

第 1章 総則 

(趣旨) 

第 1条 この規則は，学位規則(昭和 28年文部省令第 9号)第 13条第 1項，広島大学通則

(平成 16年 4月 1日規則第 2号)第 46 条第 2項及び広島大学大学院規則(平成 20年 1月 1

5 日規則第 2号)第 46条第 3項の規定に基づき，広島大学(以下「本学」という。)が行う

学位の授与に関し必要な事項を定めるものとする。 

第 2章 学位授与の要件及び専攻分野 

(学位授与の要件) 

第 2条 本学を卒業した者には，学士の学位を授与する。 

2 本学大学院の課程を修了した者には，修士若しくは博士の学位又は専門職学位を授与す

る。 

3 前 2項に定めるもののほか，博士の学位は，本学大学院の博士課程を経ない者であって

も学位論文を提出してその審査に合格し，かつ，試問に合格したときにも授与する。 

(専攻分野の名称) 

第 3条 学士の学位を授与するに当たっては，別表第 1に掲げる専攻分野の名称を付記する

ものとする。 

2 修士及び博士の学位を授与するに当たっては，別表第 2に掲げる専攻分野の名称を付記

するものとする。 

3 専門職学位を授与するに当たっては，別表第 3に掲げる学位の名称を付記するものとす

る。 

第 3章 博士の学位授与の申請及び学位論文の審査方法等 

(博士の学位授与の申請及び受理) 

第 4条 博士の学位の授与の申請に要する学位論文は 1編とし，2通を提出するものとす

る。ただし，別に参考論文を添付することができる。 



2 前項の学位論文の審査のため必要があるときは，論文の訳文，模型及び標本等を提出さ

せることができる。 

3 第 2条第 3項に該当する者が，博士の学位の授与を申請する場合は，学位申請書に学位

論文，論文目録，論文の要旨，履歴書及び審査手数料 57,000 円を添え，学位に付記する

専攻分野の名称を指定し，研究科又は研究科等連係課程実施基本組織(以下「研究科等」

という。)の長を経て学長に提出するものとする。ただし，本学大学院の博士課程に所定

の修業年限以上在学し，所定の単位を修得し(博士課程の後期の課程に単位の修得の定め

がない場合は，単位の修得を要しない。)，かつ，学位論文の作成等に対する指導を受け

た後退学した者(以下「本学大学院博士課程の教育課程を終えて退学した者」という。)

が，再入学しないで，退学したときから 1年以内に博士の学位の授与を申請するとき

は，審査手数料を免除することができる。 

4 前項により学位論文の提出があったときは，学長は，学位に付記する専攻分野の名称に

より，適当と認める研究科等の教授会(以下「教授会」という。)に審査を付託する。 

5 受理した学位論文及び審査手数料は，いかなる理由があってもこれを返還しない。 

(審査委員会・試問委員会) 

第 5条 教授会は，博士の学位論文の審査及び試験を行うため，審査委員 3人以上からなる

審査委員会を設ける。 

2 教授会は，第 2条第 3項に定める試問を行うため，試問委員 3人以上からなる試問委員

会を設ける。 

3 教授会において必要と認めたときは，当該研究科等若しくは他の研究科等の教員又は他

の大学院若しくは研究所等の教員等を審査委員又は試問委員に加えることができる。 

(試験及び試問の方法) 

第 6条 試験は，博士の学位論文を中心として，これに関連ある科目について行うものとす

る。 

2 試問は，筆答試問及び口頭試問により，専攻分野に関し本学大学院において博士課程を

修了した者と同等以上の学力を有することを確認するために行う。 

3 前項の試問については，外国語は 2種類を課することを原則とする。ただし，教授会が

特別な事由があると認めたときは，1種類のみとすることができる。 

4 本学大学院博士課程の教育課程を終えて退学した者から研究科等が定める年限内に学位

論文を受理したときは，第 2条第 3項の規定にかかわらず，試問に代えて試験とする。 

(審査期間) 

第 7条 博士の学位論文の審査及び試験又は試問は，学位論文を受理したときから 1年以内

に終了するものとする。ただし，特別の事由があるときは，教授会の議を経て，その期

間を 1年以内に限り延長することができる。 

(審査委員会・試問委員会の報告) 



第 8条 審査委員会は，学位論文の審査及び試験を終了したときは，直ちに論文の内容の要

旨，論文審査の要旨及び試験の結果の要旨を，文書をもって教授会に報告しなければな

らない。 

2 試問委員会は，試問を終了したときは，直ちにその結果の要旨を，文書をもって教授会

に報告しなければならない。 

(教授会の審議決定) 

第 9条 教授会は，前条の報告に基づいて審議の上，博士の学位を授与すべきかどうかを議

決する。 

2 前項の議決をするには，教授会の構成員(海外出張中及び長期療養中の者を除く。)の 3

分の 2以上の出席を必要とし，かつ，出席者の 3分の 2以上の賛成がなければならな

い。 

3 教授会において必要と認めたときは，当該研究科等若しくは他の研究科等の教員又は他

の大学院若しくは研究所等の教員等を，この審議に出席させることができる。ただし，

その出席者は，議決に加わることはできない。 

(教授会の報告) 

第 10条 教授会が博士の学位を授与できるものとしたときは，研究科等の長は，学位論文

とともに論文の内容の要旨，論文審査の結果の要旨及び試験又は試問の結果の要旨を，

文書をもって学長に報告しなければならない。 

2 教授会が博士の学位を授与できないものとしたときは，研究科等の長は，その旨を文書

をもって学長に報告しなければならない。 

第 4章 博士の学位授与等 

(博士の学位授与) 

第 11条 学長は，前条の報告を踏まえ，博士の学位を授与すべき者には，学位記を授与

し，博士の学位を授与できない者には，学位不授与通知書を交付する。 

(博士の学位登録) 

第 12条 本学が博士の学位を授与したときは，学長は，学位簿に登録し，文部科学大臣に

報告するものとする。 

(学位論文要旨の公表) 

第 13条 本学が博士の学位を授与したときは，当該博士の学位を授与した日から 3月以内

に，当該博士の学位の授与に係る論文の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨をインタ

ーネットの利用により公表するものとする。 

(学位論文の公表) 

第 14条 本学において博士の学位を授与された者は，当該博士の学位を授与された日から

1年以内に，当該博士の学位の授与に係る論文の全文を公表しなければならない。ただ

し，当該博士の学位を授与される前に既に公表したときは，この限りでない。 



2 前項の規定にかかわらず，博士の学位を授与された者は，やむを得ない事由がある場合

には，学長の承認を受けて，当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えてその内容

を要約したものを公表することができる。この場合において，学長は，その学位論文の

全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。 

3 博士の学位を授与された者が行う前 2項の規定による公表は，本学の協力を得て，イン

ターネットの利用により行うものとする。 

4 前 3項の規定により当該博士の学位の授与に係る論文を公表するときは，「広島大学審

査学位論文」と明記しなければならない。 

第 5章 雑則 

(修士若しくは博士の学位又は専門職学位の授与の取消し) 

第 15条 本学において修士若しくは博士の学位又は専門職学位を授与された者が，次の各

号のいずれかに該当するときは，学長は，教育研究評議会(以下「評議会」という。)の

議を経て，修士若しくは博士の学位又は専門職学位の授与を取り消し，学位記を返還さ

せるものとする。 

(1) 不正の方法により修士若しくは博士の学位又は専門職学位を受けたことが判明した

とき。 

(2) その名誉を汚辱する行為があったとき。 

2 評議会において，前項の議決を行う場合は，評議員(海外出張中及び長期療養中の者を除

く。)の 3分の 2以上の出席を必要とし，かつ，出席者の 4分の 3以上の賛成がなければ

ならない。 

3 学位の授与を取り消したときは，その旨の理由を付して公表するものとする。 

(学位記，申請書等及び通知書の様式) 

第 16条 学位記，第 4条第 3項の申請書等及び第 11条の通知書の様式は，別記様式第 1号

から別記様式第 10号までのとおりとする。 

(その他) 

第 17条 この規則に定めるもののほか，学位の授与に関し必要な事項は，各学部又は研究

科等が定める。 

附 則 

1 この規則は，平成 16年 4月 1日から施行する。 

2 平成 15年度以前に入学した学生の学士の学位に付記する専攻分野の名称については，別

表第 1の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

3 平成 15年度以前に入学した学生の修士又は博士の学位に付記する専攻分野の名称につい

ては，別表第 2の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

4 第 2条第 3項の規定による博士の学位の授与は，本学大学院の博士課程を経た者に同種

類の学位を授与した後において取扱うものとする。 

附 則(平成 17年 4月 1日規則第 31号) 



この規則は，平成 17年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 18年 3月 31日規則第 38号) 

1 この規則は，平成 18年 4月 1日から施行する。 

2 医学部総合薬学科に入学した学生の学士の学位に付記する専攻分野の名称は，この規則

による改正後の広島大学学位規則別表第 1の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

附 則(平成 19年 5月 15日規則第 89号) 

1 この規則は，平成 19年 5月 15 日から施行する。 

2 平成 17年度以前に入学した学生の学士の学位記の様式については，この規則による改正

後の広島大学学位規則第 16条の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

附 則(平成 20年 1月 15日規則第 9号) 

この規則は，平成 20年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 21年 3月 31日規則第 16号) 

1 この規則は，平成 21年 4月 1日から施行する。 

2 平成 20年度以前に入学した学生の学位に付記する専攻分野の名称は，この規則による改

正後の広島大学学位規則別表第 1及び別表第 2の規定にかかわらず，なお従前の例によ

る。 

附 則(平成 22年 3月 31日規則第 14号) 

1 この規則は，平成 22年 4月 1日から施行する。 

2 平成 21年度以前に医歯薬学総合研究科に入学した学生の修士の学位に付記する専攻分野

の名称は，この規則による改正後の広島大学学位規則別表第 2の規定にかかわらず，な

お従前の例による。 

附 則(平成 23年 3月 31日規則第 16号) 

この規則は，平成 23年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 23年 8月 2日規則第 100号) 

この規則は，平成 22年 8月 2日から施行し，この規則による改正後の広島大学学位規則

の規定は，平成 23年 7月 1日から適用する。 

附 則(平成 24年 3月 30日規則第 27号) 

1 この規則は，平成 24年 4月 1日から施行する。 

2 平成 23年度以前に保健学研究科又は医歯薬学総合研究科に入学した学生の学位に付記す

る専攻分野の名称は，この規則による改正後の広島大学学位規則別表第 2の規定にかか

わらず，なお従前の例による。 

附 則(平成 24年 5月 15日規則第 102号) 

この規則は，平成 24年 10月 1日から施行する。 

附 則(平成 25年 3月 29日規則第 32号) 

1 この規則は，平成 25年 4月 1日から施行する。 



2 この規則による改正後の広島大学学位規則(以下「新規則」という。)第 13条の規定は，

平成 25年 4月 1日以後に博士の学位を授与した場合について適用し，同日前に博士の学

位を授与した場合については，なお従前の例による。 

3 新規則第 14条の規定は，平成 25年 4月 1日以後に博士の学位を授与された者について

適用し，同日前に博士の学位を授与された者については，なお従前の例による。 

附 則(平成 27年 3月 17日規則第 17号) 

この規則は，平成 27年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 28年 3月 31日規則第 53号) 

この規則は，平成 28年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 29年 11月 8日規則第 146号) 

この規則は，平成 29年 11月 8日から施行する。 

附 則(平成 30年 3月 30日規則第 58号) 

この規則は，平成 30年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 31年 3月 29日規則第 29号) 

この規則は，平成 31年 4月 1日から施行する。 

附 則(令和 2年 3月 25日規則第 49号) 

1 この規則は，令和 2年 4月 1日から施行する。 

2 令和 2年 3月 31 日以前に総合科学研究科，文学研究科，教育学研究科，社会科学研究

科，理学研究科，先端物質科学研究科，工学研究科，国際協力研究科又は法務研究科に

入学した学生の学位に付記する専攻分野の名称は，この規則による改正後の広島大学学

位規則別表第 2及び別表第 3の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

附 則(令和 2年 8月 1日規則第 191号) 

この規則は，令和 2年 8月 1日から施行する。 

附 則(令和 2年 9月 15日規則第 199号) 

この規則は，令和 2年 10月 1日から施行する。 

附 則(令和 4年 1月 18日規則第 11号) 

この規則は，令和 4年 1月 18日から施行する。 

附 則(令和 5年 2月 14日規則第 17号) 

この規則は，令和 5年 2月 14日から施行する。 

附 則(令和 5年 3月 29日規則第 47号) 

この規則は，令和 5年 4月 1日から施行する。 

附 則(令和 5年 8月 7日規則第 201号) 

この規則は，令和 5年 8月 7日から施行する。 

附 則(令和 7年 3月 11日規則第 21号) 

この規則は，令和 7年 4月 1日から施行する。 

附 則 



1 この規則は，令和 8年 10月 1日から施行する。 

2 令和 8年 9月 30 日以前に先進理工系科学研究科広島大学・ライプツィヒ大学国際連携サ

ステイナビリティ学専攻に入学した学生に係る学位記の様式は，この規則による改正後の

広島大学学位規則第 16条の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

附 則 

この規則は，令和 9年 4月 1日から施行する。 

 

別表第 1(第 3条第 1項関係) 

学士の学位に付記する専攻分野の名称 

学部名 専攻分野の名称 備考 

総合科学部 総合科学   

文学部 文学   

教育学部 教育学 第五類(心理学系コース)を除く 

心理学 第五類(心理学系コース) 

法学部 法学   

経済学部 経済学   

理学部 理学   

医学部 医学 医学科 

看護学 保健学科(看護学専攻) 

保健学 保健学科(理学療法学専攻及び作業療法学専攻) 

歯学部 歯学 歯学科 

口腔健康科学 口腔健康科学科 

薬学部 薬学 薬学科 

薬科学 薬科学科 

工学部 工学   

生物生産学部 農学   

情報科学部 情報科学   

別表第 2(第 3条第 2項関係) 

修士及び博士の学位に付記する専攻分野の名称 

研究科等名 専攻分野の名称 

修士 博士 

教育人文社会科学研究科 文学 文学 

心理学 心理学 

法学 法学 

経済学 経済学 



ソーシャルデータサイエ

ンス 

ソーシャルデータサイエ

ンス 

マネジメント マネジメント 

経営学 経営学 

国際協力学 国際協力学 

学術 学術 

教育学 教育 

教育心理学 教育学 

教育データサイエンス 教育心理学 

 教育データサイエンス 

先進理工系科学研究科 理学 理学 

工学 工学 

情報科学 情報科学 

国際協力学 国際協力学 

学術 学術 

統合生命科学研究科 理学 理学 

工学 工学 

農学 農学 

学術 学術 

医系科学研究科 医科学 医学 

歯科学 歯学 

公衆衛生学 薬学 

薬科学 学術 

看護学 医科学 

保健学 歯科学 

口腔健康科学 薬科学 

学術 看護学 

  保健学 

  口腔健康科学 

スマートソサイエティ実践科学研

究院 
学術 学術 

  工学 

  情報科学 

  農学 

  保健学 

  医科学 

  経済学 

別表第 3(第 3条第 3項関係) 



専門職学位に付記する学位の名称 

研究科名 学位の名称 

教育人文社会科学研究科 教職修士(専門職) 

法務博士(専門職) 



別記様式第1号(第16条関係) 

第2条第1項の規定により授与する学位記の様式 

(大学を卒業した場合) 

  

割
印

第   号 

 

卒業証書  学位記 

 

氏名         

  

    年  月  日生 

 

本学○○学部○○学科所定の課程(○○プログラム)を修めて本学を卒業したことを認め

学士(「専攻分野」)の学位を授与する 

 

  年  月  日 

 

広島大学○○学部長     □印  

 

広島大学長     □印  

 

 
No.      

HIROSHIMA UNIVERSITY 
 

This is to certify that 
[Name] 

(Date of Birth: ○○, ○) 
 

has fulfilled all requirements 
and has been admitted to the degree of 

Bachelor of ○○○ 
from the 

Bachelor’s Program in ○○○ 
Department of ○○○ 

School of ○○○ 
on ○○, ○. 

 
[Signature] 
○○○○ 

印          President of the University 
[Signature] 
○○○○ 
Dean of the School of ○○○ 

 
 



別記様式第2号(第16条関係) 

第2条第2項の規定により授与する学位記の様式 

(大学院の課程(卓越大学院プログラム，博士課程リーダー育成プログラム，専門職学位

課程，研究科等連係課程実施基本組織及び国際連携専攻を除く。)を修了した場合) 

  

割
印

第   号 

 

学位記 

 

氏名         

  

    年  月  日生 

 

 

 

本学大学院○○研究科○○専攻の         (○○プログラム)を修了したので

修(博)士(「専攻分野」)の学位を授与する。 

  年  月  日 

 

広島大学  □印  

備考 「(○○プログラム)」は，研究科の学位プログラムを指す。 

 

 

修士課程 

博士課程前期 

博士課程 



 

 
No.       

HIROSHIMA UNIVERSITY 
 

This is to certify that 
[Name] 

(Date of Birth: ○○, ○) 
 

has fulfilled all requirements 
and has been admitted to the degree of 

Master of ○○○／Doctor of ○○○ 
from the 

Master’s Program in ○○○／Doctoral Program in ○○○ 
Division of ○○○ 

Graduate School of ○○○ 
on ○○, ○. 

 
[Signature] 

印          ○○○○ 

President of the University 
 
 

 

 



別記様式第3号(第16条関係) 

第2条第2項の規定により授与する学位記の様式 

(卓越大学院プログラム又は博士課程リーダー育成プログラムを修了した場合) 

  

割
印

第   号 

 

学位記 

 

氏名         

  

    年  月  日生 

 

 

 

本学大学院○○研究科○○専攻の博士課程(○○プログラム)を修了したので博士(「専攻

分野」)の学位を授与する。  

  

本学                 (□□プログラム)を修了したことを証する。 

 

  年  月  日 

 

広島大学  □印  

 

 

備考 「(○○プログラム)」は，研究科の学位プログラムを指し，「(□□プログラム)」は，

卓越大学院プログラム又は博士課程リーダー育成プログラムの履修プログラムを指

す。 

 

卓越大学院プログラム 

博士課程リーダー育成プログラム  



 

 
No.      

HIROSHIMA UNIVERSITY 
 

This is to certify that 
[Name] 

(Date of Birth: ○○, ○) 
 

has fulfilled all requirements 
and has been admitted to the degree of 

Doctor of ○○○ 
from the 

Doctoral Program in ○○○ 
Division of ○○○ 

Graduate School of ○○○, 
and has also completed the 

  Doctoral Program for World-leading Innovative & Smart Education (○○○)／ 

Program for Leading Graduate Schools (○○○) 
on ○○, ○. 

 
[Signature] 

印          ○○○○ 

President of the University 
 
 
 

 



別記様式第4号(第16条関係) 

第2条第2項の規定により授与する学位記の様式 

(専門職学位課程を修了した場合) 

  割

印 

第   号 

学位記 

氏名       

年  月  日生 

 

本学大学院○○研究科○○専攻の専門職学位課程を修了したので○○

修(博)士(専門職)の学位を授与する。 

年  月  日 

広 島 大 学 □印  

 

 
No.      

HIROSHIMA UNIVERSITY 
 

This is to certify that 
[Name] 

(Date of Birth: ○○, ○) 
 

has fulfilled all requirements 
and has been admitted to the degree of 

○○○ 
from the 

Professional Degree Program in the 
Division of ○○○ 

Graduate School of ○○○ 
on ○○, ○. 

 
[Signature] 

印          ○○○○ 
President of the University 

 
 
 

 



別記様式第5号(第16条関係) 

第2条第2項の規定により授与する学位記の様式 

(研究科等連係課程実施基本組織を修了した場合) 

  

割
印

第   号 

 

学位記 

 

氏名         

  

    年  月  日生 

 

 

 

本学大学院○○研究院の        を修了したので修(博)士(「専攻分野」)の学位

を授与する。 

  年  月  日 

 

広島大学  □印  

 

 

 
No.       

HIROSHIMA UNIVERSITY 
 

This is to certify that 
[Name] 

(Date of Birth: ○○, ○) 
 

has fulfilled all requirements 
and has been admitted to the degree of 

Master of ○○○／Doctor of ○○○ 
from the 

Master’s Program in the／Doctoral Program in the 
Graduate School of ○○○ 

on ○○, ○. 
 

[Signature] 
印          ○○○○ 

President of the University 
 

 

博士課程前期 

博士課程 



CERTIFICATE OF GRADUATION／学位記
Hiroshima University and the University of Graz hereby confer upon / 広島大学及びグラーツ大学

名 

born on /生年月日

the degree of

MASTER OF SCIENCE ／修士（学術）
(M.Sc.)

after successful completion of the master's examination of the
Joint International Master's Programme in Sustainable Development

Director of Studies, University of Graz / グラーツ大学教務部長 

Seal of University of Graz / グラーツ大学 印 

President, Hiroshima University / 広島大学長

Seal of Hiroshima University / 広島大学 印

位  Student ID No. / 学籍番号

Legal remedies / 法的救済措置

This certificate becomes legally effective on:

法的に有効となる日付:

  (DDMMYYYY)

Further information on legal remedies is waived / 

法的救済措置の更なる情報は放棄されるものとする

学

2nd Host University 学

After the positive assessment of all requirements of the study programme, the positive assessment of all examinations as well as the Master's Thesis and in accordance with the curriculum of the "Joint 
International Master's Programme in Sustainable Development", the above academic degree is jointly awarded according to article 87 of the University Act 2002, BGBl. No. 120/2002 (University of Graz) 
and according to article 35 of the Standards for the Establishment of Graduate Schools (Hiroshima University).

First Name Last Name /氏

ECTS credits / 単

       

1st Host University /第１所属大

/第2所属大

   

CERTIFICATE OF GRADUATION／学位記
Hiroshima University and the University of Graz hereby confer upon / 広島大学及びグラーツ大学

First Name Last Name /氏名

born on /生年月日

the degree of

MASTER OF SCIENCE ／修士（学術）
(M.Sc.)

after successful completion of the master's examination of the
Joint International Master's Programme in Sustainable Development

Director of Studies, University of Graz / グラーツ大学教務部長

Seal of University of Graz / グラーツ大学 印

President, Hiroshima University / 広島大学長

Seal of Hiroshima University / 広島大学 印

ECTS credits / 単位

Date of Completion (DDMMYYYY) / 修了日

Student ID No. / 学籍番号

Legal remedies / 法的救済措置

This certificate becomes legally effective on:

法的に有効となる日付:

(DDMMYYYY)

Further information on legal remedies is waived / 

法的救済措置の更なる情報は放棄されるものとする

1st Host University /第１所属大学

2nd Host University /第2所属大学

After the positive assessment of all requirements of the study programme, the positive assessment of all examinations as well as the Master's Thesis and in accordance with the curriculum of the "Joint 
International Master's Programme in Sustainable Development", the above academic degree is jointly awarded according to article 87 of the University Act 2002, BGBl. No. 120/2002 (University of Graz) 
and according to article 35 of the Standards for the Establishment of Graduate Schools (Hiroshima University).

Tsuboya Maya NEWELL

22.09.1992

120 ECTS（60 Credits）

2 0 0 9 2 0 2 2

Hiroshima University

University of Graz

2 0 0 9 2 0 2 2

CERTIFICATE OF GRADUATION／学位記
Hiroshima University and the University of Graz hereby confer upon / 広島大学及びグラーツ大学

First Name Last Name /氏名

born on /生年月日

the degree of

MASTER OF SCIENCE ／修士（学術）
(M.Sc.)

after successful completion of the master's examination of the
Joint International Master's Programme in Sustainable Development

Director of Studies, University of Graz / グラーツ大学教務部長

Seal of University of Graz / グラーツ大学 印

President, Hiroshima University / 広島大学長

Seal of Hiroshima University / 広島大学 印

ECTS credits / 単位

Date of Completion (DDMMYYYY) / 修了日

Student ID No. / 学籍番号

Legal remedies / 法的救済措置

This certificate becomes legally effective on:

法的に有効となる日付:

(DDMMYYYY)

Further information on legal remedies is waived / 

法的救済措置の更なる情報は放棄されるものとする

1st Host University /第１所属大学

2nd Host University /第2所属大学

After the positive assessment of all requirements of the study programme, the positive assessment of all examinations as well as the Master's Thesis and in accordance with the curriculum of the "Joint 
International Master's Programme in Sustainable Development", the above academic degree is jointly awarded according to article 87 of the University Act 2002, BGBl. No. 120/2002 (University of Graz) 
and according to article 35 of the Standards for the Establishment of Graduate Schools (Hiroshima University).

Tsuboya Maya NEWELL

22.09.1992

120 ECTS（60 Credits）

2 0 0 9 2 0 2 2

Hiroshima University

University of Graz

2 0 0 9 2 0 2 2

............................................

Certificate No./ 学位記番号

修了Date of Completion (DDMMYYYY) / 日

別記様式第6号(第16条関係)
第2条第2項の規定により授与する学位記の様式
　(人間社会科学研究科広島大学・グラーツ大学国際連携サステイナビリティ学専攻を修了した場合)



別記様式第7号(第16条関係) 

  

割
印 

第   号 

 

学位記 

 

氏名         

  

    年  月  日生 

 

本学に学位論文を提出し所定の審査及び試問に合格したので博士(「専攻分野」)の学位を

授与する。 

  年  月  日 

 

広島大学  □印  

備考 第6条第4項の規定により研究科等が定める年限内に学位論文を提出した者に授与

する学位記の様式は，この様式中「試問」を「試験」に代えたものとする。 

 

 
No.      

HIROSHIMA UNIVERSITY 
 

This is to certify that 
[Name] 

(Date of Birth: ○○, ○) 
 

has submitted a doctoral dissertation and 
successfully fulfilled all the requirements 

for the degree of 
Doctor of ○○○ 

on ○○, ○. 
 

[Signature] 
印          ○○○○ 

President of the University 
 
 

 



別記様式第8号(第16条関係) 

第2条第3項に該当する者が博士の学位の授与を申請する場合の申請書の様式 

     年  月  日 

 

広島大学長     殿 

氏名（自署）        

 

学位申請書 

 

貴学学位規則第4条第3項の規定に基づき学位論文，論文要旨，履歴書及び審査手数料○

○○円を添えて博士(「専攻分野」)の学位の授与を申請いたします。 

 



別記様式第9号(第16条関係) 

学位申請書添付書類の様式 

イ 論文目録の様式 

(表紙) 

論文目録 

 

 

 

 

学位申請者 

氏名（自署）   

備考 用紙の規格は，A4とし，縦にして左横書きとすること。 

 
題目      公表の方法      公表年月日      冊数 

学位論文 

 

  

 

 

参考論文 

1 
  

  

2 
  

  

  

備考 

(1) 論文題目が外国語の場合は，和訳をつけて，外国語，日本語の順序で列記するこ

と。 

(2) 参考論文が2種以上ある場合は，列記すること。 

(3) 学位論文をまだ公表していないときは，公表予定の方法及び時期を記載すること。 

(4) 論文の要旨は，400字詰原稿用紙10枚以内とすること。 

(5) 用紙の規格は，A4とし，縦にして左横書きとすること。 



ロ 第4条第3項の規定による履歴書の様式 

履歴書 

 

本籍(都道府県名) 

現住所 

氏名            

    年  月  日生 

 

学歴 

    年  月  日 

    年  月  日 

職歴 

    年  月  日 

    年  月  日 

研究歴 

    年  月  日 

    年  月  日 

賞罰 

 

上記のとおり違いありません。 

  年  月  日 

氏名（自署）        

備考 

(1) 履歴事項は，高等学校卒業後の履歴について年次を追って記載する。 

(2) 本学大学院博士課程の教育課程を終えて退学した者は，単位修得証明書を添付す

ること。 

(3) 用紙の規格は，A4とし，縦にして左横書きとすること。 



別記様式第10号(第16条関係) 

博士の学位を授与できない者に交付する通知書の様式 

     

年  月  日 

 

          殿 

広島大学長   

 

学位不授与通知書 

 

年 月 日付けで申請のあった博士（〇〇）の学位について，下記の理由により

授与しないこととしましたので，通知します。 

 

 

 

記 

 

（理由） 

 

 

 



 
 

（８）広島大学学位規則の変更事項 
 
1 変更の事由 
（令和 8 年 10 月） 
・先進理工系科学研究科広島大学・ライプツィヒ大学国際連携サステイナビリティ学

専攻の学生募集を停止することとするため。 
（令和 9 年 4 月） 
・人間社会科学研究科を教育人文社会科学研究科に名称変更することとするため。 
・教育人文社会科学研究科における博士の学位に付記する専攻分野の名称を追加する

こととするため。 
 

2 変更の概要 
 （令和 8 年 10 月） 
  ・先進理工系科学研究科広島大学・ライプツィヒ大学国際連携サステイナビリティ学

専攻の学生募集を停止する。 
（令和 9 年 4 月） 

  ・人間社会科学研究科を教育人文社会科学研究科に名称変更する。 
・教育人文社会科学研究科における博士の学位に付記する専攻分野の名称としてソー

シャルデータサイエンス，教育，教育データサイエンスを追加する。 



（９）  広島大学学位規則（改正案）新旧対照表  

 

改  正  前  令和 8 年 1 0 月改正  改  正  後  

(略 )  (略 )  (略 )  

(専攻分野の名称 )  (専攻分野の名称 )  (専攻分野の名称 )  

第 3 条  学士の学位を授与するに当たって

は，別表第 1 に掲げる専攻分野の名称を

付記するものとする。  

第 3 条  同左  第 3 条  同左  

2  修士及び博士の学位を授与するに当たっ

ては，別表第 2 に掲げる専攻分野の名称

を付記するものとする。  

2  〃   2  〃   

3  専門職学位を授与するに当たっては，別

表第 3 に掲げる学位の名称を付記するも

のとする。  

3  〃   3  〃   

(略 )  (略 )  (略 )  

(学位記，申請書等及び通知書の様式 )  (学位記，申請書等及び通知書の様式 )  (学位記，申請書等及び通知書の様式 )  

第 1 6 条  学位記，第 4 条第 3 項の申請書等

及び第 1 1 条の通知書の様式は，別記様式

第 1 号から別記様式第 1 1 号までのとおり

とする。  

第 1 6 条  学位記，第 4 条第 3 項の申請書等

及び第 1 1 条の通知書の様式は，別記様式

第 1 号から別記様式第 1 0 号までのとおり

とする。  

第 1 6 条  学位記，第 4 条第 3 項の申請書等

及び第 1 1 条の通知書の様式は，別記様式

第 1 号から別記様式第 1 0 号までのとおり

とする。  

(略 )  

別表第 2 (第 3 条第 2 項関係 )  

(略 )  

別表第 2 (第 3 条第 2 項関係 )  

(略 )  

別表第 2 (第 3 条第 2 項関係 )  

修士及び博士の学位に付記する専攻分野の

名称  

修士及び博士の学位に付記する専攻分野の

名称  

修士及び博士の学位に付記する専攻分野の

名称  

研究科等

名  

専攻分野の名称  

修士  博士  

人間社会

科学研究

科  

文学  文学  

心理学  心理学  

法学  法学  

経済学  経済学  

ソーシャルデー

タサイエンス  
マネジメント  

研究科等

名  

専攻分野の名称  

修士  博士  

人間社会

科学研究

科  

文学  文学  

心理学  心理学  

法学  法学  

経済学  経済学  

ソーシャルデー

タサイエンス  
マネジメント  

研究科等

名  

専攻分野の名称  

修士  博士  

教育人文

社会科学

研究科  

文学  文学  

心理学  心理学  

法学  法学  

経済学  経済学  

ソーシャルデー

タサイエンス  

ソーシャルデー

タサイエンス  



マネジメント  経営学  

経営学  国際協力学  

国際協力学  学術  

学術  教育学  

教育学  教育心理学  

教育心理学   

教育データサイ

エンス  
  

  
 

 

先進理工

系科学研

究科  

理学  理学  

工学  工学  

情報科学  情報科学  

国際協力学  国際協力学  

学術  学術  

統合生命

科学研究

科  

理学  理学  

工学  工学  

農学  農学  

学術  学術  

医系科学

研究科  
医科学  医学  

歯科学  歯学  

公衆衛生学  薬学  

薬科学  学術  

看護学  医科学  

保健学  歯科学  

口腔健康科学  薬科学  

学術  看護学  

  保健学  

マネジメント  経営学  

経営学  国際協力学  

国際協力学  学術  

学術  教育学  

教育学  教育心理学  

教育心理学   

教育データサイ

エンス  
  

  
 

 

先進理工

系科学研

究科  

理学  理学  

工学  工学  

情報科学  情報科学  

国際協力学  国際協力学  

学術  学術  

統合生命

科学研究

科  

理学  理学  

工学  工学  

農学  農学  

学術  学術  

医系科学

研究科  
医科学  医学  

歯科学  歯学  

公衆衛生学  薬学  

薬科学  学術  

看護学  医科学  

保健学  歯科学  

口腔健康科学  薬科学  

学術  看護学  

  保健学  

マネジメント  マネジメント  

経営学  経営学  

国際協力学  国際協力学  

学術  学術  

教育学  教育  

教育心理学  教育学  

教育データサイ

エンス  
教育心理学  

 教育データサイ

エンス   

先進理工

系科学研

究科  

理学  理学  

工学  工学  

情報科学  情報科学  

国際協力学  国際協力学  

学術  学術  

統合生命

科学研究

科  

理学  理学  

工学  工学  

農学  農学  

学術  学術  

医系科学

研究科  
医科学  医学  

歯科学  歯学  

公衆衛生学  薬学  

薬科学  学術  

看護学  医科学  

保健学  歯科学  

口腔健康科学  薬科学  

学術  看護学  

  保健学  



  口腔健康科学 

スマート

ソサイエ

ティ実践

科学研究

院 

学術 学術 

  工学 

  情報科学 

  農学 

  保健学 

  医科学 

  経済学 
 

  口腔健康科学 

スマート

ソサイエ

ティ実践

科学研究

院 

学術 学術 

  工学 

  情報科学 

  農学 

  保健学 

  医科学 

  経済学 
 

  口腔健康科学 

スマート

ソサイエ

ティ実践

科学研究

院 

学術 学術 

  工学 

  情報科学 

  農学 

  保健学 

  医科学 

  経済学 
 

 

別表第 3 (第 3 条第 3 項関係)  

 

別表第 3 (第 3 条第 3 項関係)  

 

別表第 3 (第 3 条第 3 項関係)  

専門職学位に付記する学位の名称 専門職学位に付記する学位の名称 専門職学位に付記する学位の名称 

研究科名 学位の名称 

人間社会科学研究科 教職修士(専門職)  

法務博士(専門職)  
 

研究科名 学位の名称 

人間社会科学研究科 教職修士(専門職)  

法務博士(専門職)  
 

研究科名 学位の名称 

教育人文社会科学研究科 教職修士(専門職)  

法務博士(専門職)  
 

(略 )  (略 )  (略 )  

 

別記様式第 7 号(第 1 6 条関係)  

第 2 条第 2 項の規定により授与する学位

記の様式 

(先進理工系科学研究科広島大学・ライ

プツィヒ大学国際連携サステイナビリテ

ィ学専攻を修了した場合) 

 

(削る)  

  



 

 

別記様式第 8 号(第 1 6 条関係)  

 

別記様式第 7 号(第 1 6 条関係)   

 

別記様式第 7 号(第 1 6 条関係)   

(略 )  (略 )  (略 )  

 

別記様式第 9 号(第 1 6 条関係)  

第 2 条第 3 項に該当する者が博士の学位

の授与を申請する場合の申請書の様式 

 

別記様式第 8 号(第 1 6 条関係)  

第 2 条第 3 項に該当する者が博士の学位の

授与を申請する場合の申請書の様式 

 

別記様式第 8 号(第 1 6 条関係)  

第 2 条第 3 項に該当する者が博士の学位

の授与を申請する場合の申請書の様式 

(略)  (略 )  (略 )  

   



別記様式第 1 0 号(第 1 6 条関係)  

学位申請書添付書類の様式 

別記様式第 9 号(第 1 6 条関係)  

学位申請書添付書類の様式 

別記様式第 9 号(第 1 6 条関係)  

学位申請書添付書類の様式 

(略)  (略 )  (略 )  

 

別記様式第 1 1 号(第 1 6 条関係)  

博士の学位を授与できない者に交付する通

知書の様式 

 

別記様式第 1 0 号(第 1 6 条関係)  

博士の学位を授与できない者に交付する通

知書の様式 

 

別記様式第 1 0 号(第 1 6 条関係)  

博士の学位を授与できない者に交付する通

知書の様式 

(略)  (略 )  (略 )  
 

   附  則  

1  この規則は，令和 8 年 1 0 月 1 日から施行

する。 

2  令和 8 年 9 月 3 0 日以前に先進理工系科学

研究科広島大学・ライプツィヒ大学国際連

携サステイナビリティ学専攻に入学した学

生に係る学位記の様式は，この規則による

改正後の広島大学学位規則第 1 6 条の規定

にかかわらず，なお従前の例による。 

     

    

 

   附  則  

 この規則は，令和 9 年 4 月 1 日から施行

する。 
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